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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　個人を識別する処理を行う個人識別装置において、
　パルスを発生する発生手段と、
　前記発生手段により発生された前記パルスを出力する出力手段と、
　前記出力手段により出力された前記パルスをユーザの生体組織に入力した結果得られる
インパルス応答を受信する受信手段と、
　前記発生手段により発生された前記パルスと、前記受信手段により受信された前記イン
パルス応答を合成して合成波を生成する生成手段と、
　前記生成手段により予め生成されている、登録ユーザに対応する第１の合成波と、前記
生成手段により新たに生成された、前記ユーザに対応する第２の合成波とを比較する比較
手段と、
　前記比較手段による比較結果に基づいて、前記ユーザが前記登録ユーザであるか否かを
識別する識別手段と
　を備える個人識別装置。
【請求項２】
　前記出力手段と前記受信手段とは、前記ユーザの体の一部を挟むことができるように構
成されている
　請求項１に記載の個人識別装置。
【請求項３】
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　前記出力手段と前記受信手段とは、前記ユーザの体の一部が同時に触れることができる
ように、同一平面上に設けられている
　請求項１に記載の個人識別装置。
【請求項４】
　前記出力手段と前記受信手段とは、同一のプローブ状の部材に設けられている
　請求項１に記載の個人識別装置。
【請求項５】
　前記出力手段と前記受信手段とは、一体の平面状の部材として構成されている
　請求項１に記載の個人識別装置。
【請求項６】
　前記受信手段は、前記ユーザの指に入力された前記パルスが、骨を含む指組織内部を伝
導した結果得られるインパルス応答を受信する
　請求項１に記載の個人識別装置。
【請求項７】
　登録ユーザを識別するための情報と、前記登録ユーザに対応する前記第１の合成波を関
連付けて記録する記録手段を更に備え、
　前記比較手段は、前記記録手段により予め記録されている前記登録ユーザに対応する前
記第１の合成波と、前記生成手段により新たに生成された、前記ユーザに対応する第２の
合成波とを比較する
　請求項１に記載の個人識別装置。
【請求項８】
　前記比較手段は、前記パルスを時間軸の基準として、前記記録手段により予め記録され
ている前記登録ユーザに対応する前記第１の合成波と、前記生成手段により新たに生成さ
れた、前記ユーザに対応する前記第２の合成波との減衰特性を比較する
　請求項７に記載の個人識別装置。
【請求項９】
　前記比較手段は、前記登録ユーザに対応する前記第１の合成波と、前記生成手段により
新たに生成された、前記ユーザに対応する前記第２の合成波との振幅の差の二乗平均値を
演算することにより、減衰特性を比較する
　請求項８に記載の個人識別装置。
【請求項１０】
　前記比較手段は、前記記録手段により予め記録されている前記登録ユーザに対応する前
記第１の合成波と、前記生成手段により新たに生成された、前記ユーザに対応する前記第
２の合成波との周波数特性を比較する
　請求項７に記載の個人識別装置。
【請求項１１】
　前記生成手段により生成された前記合成波に対して所定の単位時間毎にスペクトラム変
換を実行するスペクトラム変換手段を更に備え、
　前記記録手段は、前記登録ユーザを識別するための情報と、前記第１の合成波形に対し
て前記スペクトラム変換手段によりスペクトラム変換が実行されることによって得られた
第１のスペクトラム変換結果を関連付けて更に記録し、
　前記比較手段は、前記記録手段により予め記録されている前記第１のスペクトラム変換
結果と、前記ユーザに対応する前記第２の合成波に対して前記スペクトラム変換手段によ
りスペクトラム変換が実行されることによって得られた第２のスペクトラム変換結果とを
比較することにより、前記登録ユーザに対応する前記第１の合成波と、前記生成手段によ
り新たに生成された、前記ユーザに対応する前記第２の合成波との周波数特性を比較する
　請求項１０に記載の個人識別装置。
【請求項１２】
　個人を識別する処理を行う個人識別装置の個人識別方法において、
　パルスの発生を制御する発生制御ステップと、
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　前記発生制御ステップの処理により発生が制御された前記パルスの出力を制御する出力
制御ステップと、
　前記出力制御ステップの処理により出力が制御された前記パルスをユーザの生体組織に
入力した結果得られるインパルス応答の受信を制御する受信制御ステップと、
　前記発生制御ステップの処理により発生が制御された前記パルスと、前記受信制御ステ
ップの処理により受信が制御された前記インパルス応答を合成して合成波を生成する生成
ステップと、
　前記生成ステップの処理により予め生成されている、登録ユーザに対応する第１の合成
波と、前記生成ステップの処理により新たに生成された、前記ユーザに対応する第２の合
成波とを比較する比較ステップと、
　前記比較ステップの処理による比較結果に基づいて、前記ユーザが前記登録ユーザであ
るか否かを識別する識別ステップと
　を含む個人識別方法。
【請求項１３】
　個人を識別する処理を行う個人識別装置のコンピュータが実行可能なプログラムであっ
て、
　パルスの発生を制御する発生制御ステップと、
　前記発生制御ステップの処理により発生が制御された前記パルスの出力を制御する出力
制御ステップと、
　前記出力制御ステップの処理により出力が制御された前記パルスをユーザの生体組織に
入力した結果得られるインパルス応答の受信を制御する受信制御ステップと、
　前記発生制御ステップの処理により発生が制御された前記パルスと、前記受信制御ステ
ップの処理により受信が制御された前記インパルス応答を合成して合成波を生成する生成
ステップと、
　前記生成ステップの処理により予め生成されている、登録ユーザに対応する第１の合成
波と、前記生成ステップの処理により新たに生成された、前記ユーザに対応する第２の合
成波とを比較する比較ステップと、
　前記比較ステップの処理による比較結果に基づいて、前記ユーザが前記登録ユーザであ
るか否かを識別する識別ステップと
　を含む処理を前記個人識別装置のコンピュータに実行させる、コンピュータが読み取り
可能なプログラムが記録されているプログラム記録媒体。
【請求項１４】
　個人を識別する処理を行う個人識別装置のコンピュータが実行可能なプログラムであっ
て、
　パルスの発生を制御する発生制御ステップと、
　前記発生制御ステップの処理により発生が制御された前記パルスの出力を制御する出力
制御ステップと、
　前記出力制御ステップの処理により出力が制御された前記パルスをユーザの生体組織に
入力した結果得られるインパルス応答の受信を制御する受信制御ステップと、
　前記発生制御ステップの処理により発生が制御された前記パルスと、前記受信制御ステ
ップの処理により受信が制御された前記インパルス応答を合成して合成波を生成する生成
ステップと、
　前記生成ステップの処理により予め生成されている、登録ユーザに対応する第１の合成
波と、前記生成ステップの処理により新たに生成された、前記ユーザに対応する第２の合
成波とを比較する比較ステップと、
　前記比較ステップの処理による比較結果に基づいて、前記ユーザが前記登録ユーザであ
るか否かを識別する識別ステップと
　を含む処理を前記個人識別装置のコンピュータに実行させるプログラム。
【請求項１５】
　取得した情報を基に、個人を識別する処理を行う情報処理装置において、
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　ユーザの生体にパルスを入力した結果得られるインパルス応答および前記パルスを合成
して生成された合成波を取得する取得手段と、
　登録ユーザを識別するための情報と、前記取得手段によって取得された第１の合成波を
関連付けて記録する記録手段と、
　前記記録手段により予め記録されている前記登録ユーザに対応する前記第１の合成波と
、前記取得手段により取得された、前記ユーザに対応する第２の合成波とを比較する比較
手段と、
　前記比較手段による比較結果に基づいて、前記ユーザが前記登録ユーザであるか否かを
識別する識別手段と、
　前記識別手段による識別結果を出力する出力手段と
　を備える情報処理装置。
【請求項１６】
　前記取得手段は、前記ユーザの指に入力された前記パルスが、骨を含む指組織内部を伝
導した結果得られるインパルス応答、および、前記パルスの合成波を取得する
　請求項１５に記載の情報処理装置。
【請求項１７】
　前記比較手段は、前記パルスを時間軸の基準として、前記記録手段により予め記録され
ている前記登録ユーザに対応する前記第１の合成波と、前記取得手段により取得された前
記第２の合成波との減衰特性を比較する
　請求項１５に記載の情報処理装置。
【請求項１８】
　前記比較手段は、前記登録ユーザに対応する前記第１の合成波と、前記取得手段により
取得された前記第２の合成波との振幅の差の二乗平均値を演算することにより、減衰特性
を比較する
　請求項１７に記載の情報処理装置。
【請求項１９】
　前記比較手段は、前記記録手段により予め記録されている前記登録ユーザに対応する前
記第１の合成波と、前記取得手段により取得された前記第２の合成波との周波数特性を比
較する
　請求項１５に記載の情報処理装置。
【請求項２０】
　前記取得手段により取得された前記合成波に対して所定の単位時間毎にスペクトラム変
換を実行するスペクトラム変換手段を更に備え、
　前記記録手段は、前記登録ユーザを識別するための情報と、前記第１の合成波形に対し
て前記スペクトラム変換手段によりスペクトラム変換が実行されることによって得られた
第１のスペクトラム変換結果を関連付けて更に記録し、
　前記比較手段は、前記記録手段により予め記録されている前記第１のスペクトラム変換
結果と、前記ユーザに対応する前記第２の合成波形に対して前記スペクトラム変換手段に
よりスペクトラム変換が実行されることによって得られた第２のスペクトラム変換結果と
を比較することにより、前記登録ユーザに対応する前記第１の合成波と、前記取得手段に
より取得された、前記ユーザに対応する前記第２の合成波との周波数特性を比較する
　請求項１９に記載の情報処理装置。
【請求項２１】
　取得した情報を基に、個人を識別する処理を行う情報処理装置の情報処理方法において
、
　ユーザの生体にパルスを入力した結果得られるインパルス応答および前記パルスを合成
して生成された合成波の取得を制御する取得制御ステップと、
　登録ユーザを識別するための情報と、前記取得制御ステップの処理によって取得が制御
された第１の合成波とが関連付けられて記録されるように記録を制御する記録制御ステッ
プと、
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　前記記録制御ステップの処理により予め記録が制御されている前記登録ユーザに対応す
る前記第１の合成波と、前記取得制御ステップの処理により取得が制御された、前記ユー
ザに対応する第２の合成波とを比較する比較ステップと、
　前記比較ステップの処理による比較結果に基づいて、前記ユーザが前記登録ユーザであ
るか否かを識別する識別ステップと、
　前記識別ステップによる識別結果の出力を制御する出力制御ステップと
　を含む情報処理方法。
【請求項２２】
　取得した情報を基に、個人を識別する処理を行う情報処理装置のコンピュータが実行可
能なプログラムであって、
　ユーザの生体にパルスを入力した結果得られるインパルス応答および前記パルスを合成
して生成された合成波の取得を制御する取得制御ステップと、
　登録ユーザを識別するための情報と、前記取得制御ステップの処理によって取得が制御
された第１の合成波とが関連付けられて記録されるように記録を制御する記録制御ステッ
プと、
　前記記録制御ステップの処理により予め記録が制御されている前記登録ユーザに対応す
る前記第１の合成波と、前記取得制御ステップの処理により取得が制御された、前記ユー
ザに対応する第２の合成波とを比較する比較ステップと、
　前記比較ステップの処理による比較結果に基づいて、前記ユーザが前記登録ユーザであ
るか否かを識別する識別ステップと、
　前記識別ステップによる識別結果の出力を制御する出力制御ステップと
　を含む処理を前記情報処理装置のコンピュータに実行させる、コンピュータが読み取り
可能なプログラムが記録されているプログラム記録媒体。
【請求項２３】
　取得した情報を基に、個人を識別する処理を行う情報処理装置のコンピュータが実行可
能なプログラムであって、
　ユーザの生体にパルスを入力した結果得られるインパルス応答および前記パルスを合成
して生成された合成波の取得を制御する取得制御ステップと、
　登録ユーザを識別するための情報と、前記取得制御ステップの処理によって取得が制御
された第１の合成波とが関連付けられて記録されるように記録を制御する記録制御ステッ
プと、
　前記記録制御ステップの処理により予め記録が制御されている前記登録ユーザに対応す
る前記第１の合成波と、前記取得制御ステップの処理により取得が制御された、前記ユー
ザに対応する第２の合成波とを比較する比較ステップと、
　前記比較ステップの処理による比較結果に基づいて、前記ユーザが前記登録ユーザであ
るか否かを識別する識別ステップと、
　前記識別ステップによる識別結果の出力を制御する出力制御ステップと
　を含む処理を前記情報処理装置のコンピュータに実行させるプログラム。
【請求項２４】
　個人識別を実行するための情報を取得する第１の情報処理装置と、
　前記第１の情報処理装置により取得された情報を基に、個人識別処理を実行する第２の
情報処理装置と
　からなる個人識別システムにおいて、
　前記第１の情報処理装置は、
　　パルスを発生する発生手段と、
　　前記発生手段により発生された前記パルスを出力する第１の出力手段と、
　　前記第１の出力手段により出力された前記パルスをユーザの生体組織に入力した結果
得られるインパルス応答を受信する受信手段と、
　　前記発生手段により発生された前記パルスと、前記受信手段により受信された前記イ
ンパルス応答を合成して合成波を生成する生成手段と、
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　　前記生成手段により生成された前記合成波を出力する第２の出力手段と
　を備え、
　前記第２の情報処理装置は、
　　前記第２の出力手段により出力された前記合成波を取得する取得手段と、
　　登録ユーザを識別するための情報と、前記取得手段によって取得された第１の合成波
を関連付けて記録する記録手段と、
　　前記記録手段により予め記録されている前記登録ユーザに対応する前記第１の合成波
と、前記取得手段により取得された、前記ユーザに対応する第２の合成波とを比較する比
較手段と、
　前記比較手段による比較結果に基づいて、前記ユーザが前記登録ユーザであるか否かを
識別する識別手段と、
　　前記識別手段による識別結果を出力する第３の出力手段と
　を備える個人識別システム。
【請求項２５】
　前記受信手段は、前記ユーザの指に入力された前記パルスが、骨を含む指組織内部を伝
導した結果得られるインパルス応答を受信する
　請求項２４に記載の個人識別システム。
【請求項２６】
　ユーザからの操作を受けて所定の処理を実行する情報処理装置において、
　操作部に入力された前記ユーザの操作入力に基づいて、前記所定の処理を実行する実行
手段と、
　パルスを発生する発生手段と、
　前記発生手段により発生された前記パルスを出力する出力手段と、
　前記出力手段により出力された前記パルスをユーザの生体組織に入力した結果得られる
インパルス応答を受信する受信手段と、
　前記発生手段により発生された前記パルスと、前記受信手段により受信された前記イン
パルス応答を合成して合成波を生成する生成手段と、
　登録ユーザを識別するための情報と、前記生成手段により生成された第１の合成波を関
連付けて記録する記録手段と、
　前記記録手段により記録されている前記登録ユーザに対応する前記第１の合成波と、前
記生成手段により新たに生成された、前記ユーザに対応する第２の合成波とを比較する比
較手段と、
　前記比較手段による比較結果に基づいて、前記ユーザが前記登録ユーザであるか否かを
識別する識別手段と
　を備え、
　前記出力手段および前記受信手段は、前記操作部の前記ユーザにより触れられる箇所に
設けられ、
　前記実行手段は、前記識別手段による識別結果に基づいて、前記所定の処理を実行する
か否かを判断する
　情報処理装置。
【請求項２７】
　前記受信手段は、前記ユーザの指に入力された前記パルスが、骨を含む指組織内部を伝
導した結果得られるインパルス応答を受信する
　請求項２６に記載の情報処理装置。
【請求項２８】
　前記識別手段による識別結果をユーザに通知するためのメッセージを表示する表示手段
　を更に備える請求項２６に記載の情報処理装置。
【請求項２９】
　前記実行手段は、前記識別手段により、前記ユーザが前記登録ユーザではないとの識別
結果を得た場合、前記所定の処理を全て実行不可とする
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　請求項２６に記載の情報処理装置。
【請求項３０】
　前記実行手段は、前記識別手段により、前記ユーザが前記登録ユーザではないとの識別
結果を得た場合、前記所定の処理のうちの特定の処理のみを実行不可とする
　請求項２６に記載の情報処理装置。
【請求項３１】
　前記記録手段は、前記登録ユーザに対する前記第１の合成波と対応付けて、前記登録ユ
ーザに関する情報を更に記録し、
　前記実行手段は、前記識別手段により、前記ユーザが、所定の条件に合致した前記登録
ユーザであるとの識別結果を得た場合、前記所定の処理のうちの特定の処理のみを実行不
可とする
　請求項２６に記載の情報処理装置。
【請求項３２】
　前記記録手段により記録されている前記登録ユーザのうちの所定のユーザを選択する情
報を取得する取得手段を更に備え、
　前記実行手段は、前記識別手段により、前記ユーザが、前記取得手段により取得された
前記情報により示される、選択された前記登録ユーザであるとの識別結果を得た場合、選
択された前記登録ユーザ固有の処理を実行する
　請求項２６に記載の情報処理装置。
【請求項３３】
　前記記録手段は、前記登録ユーザに対する前記第１の合成波と対応付けて、前記登録ユ
ーザによる前記情報処理装置の使用条件を更に記録し、
　前記実行手段は、前記識別手段により、前記ユーザが、前記登録ユーザであるとの識別
結果を得た場合、前記登録ユーザの前記使用条件に基づいて処理を実行する
　請求項２６に記載の情報処理装置。
【請求項３４】
　所定の連絡先に情報を送信する送信手段を更に備え、
　前記記録手段は、前記登録ユーザに対する前記連絡先を更に記録し、
　前記送信手段は、前記識別手段により、前記ユーザが、前記登録ユーザではないとの識
別結果を所定の回数以上続けて得た場合、前記登録ユーザに対応する前記連絡先に、不正
なユーザによる前記情報処理装置の使用を通知するメッセージを送信する
　請求項２６に記載の情報処理装置。
【請求項３５】
　前記実行手段は、前記識別手段により、前記ユーザが、前記登録ユーザではないとの識
別結果を所定の回数以上続けて得た場合、前記所定の処理を全て実行不可とする
　請求項３４に記載の情報処理装置。
【請求項３６】
　ユーザからの操作を受けて所定の処理を実行する情報処理装置の情報処理方法において
、
　操作部に入力された前記ユーザの操作入力に基づいて、前記所定の処理を実行する実行
ステップと、
　パルスの発生を制御する発生制御ステップと、
　前記発生制御ステップの処理により発生が制御された前記パルスの出力部からの出力を
制御する出力制御ステップと、
　前記出力制御ステップの処理により出力が制御された前記パルスをユーザの生体組織に
入力した結果得られるインパルス応答の、受信部への受信を制御する受信制御ステップと
、
　前記発生制御ステップの処理により発生が制御された前記パルスと、前記受信制御ステ
ップの処理により受信が制御された前記インパルス応答を合成して合成波を生成する生成
ステップと、
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　登録ユーザを識別するための情報と、前記生成ステップの処理により生成された第１の
合成波との関連付けた記録を制御する記録制御ステップと、
　前記記録制御ステップの処理により記録が制御されている前記登録ユーザに対応する前
記第１の合成波と、前記生成ステップの処理により新たに生成された、前記ユーザに対応
する第２の合成波とを比較する比較ステップと、
　前記比較ステップによる比較結果に基づいて、前記ユーザが前記登録ユーザであるか否
かを識別する識別ステップと
　を含み、
　前記出力部および前記受信部は、前記操作部の前記ユーザにより触れられる箇所に設け
られ、
　前記実行ステップの処理では、前記識別ステップの処理による識別結果に基づいて、前
記所定の処理を実行するか否かを判断する
　情報処理方法。
【請求項３７】
　ユーザからの操作を受けて所定の処理を実行する情報処理装置のコンピュータが実行可
能なプログラムであって、
　操作部に入力された前記ユーザの操作入力に基づいて、前記所定の処理を実行する実行
ステップと、
　パルスの発生を制御する発生制御ステップと、
　前記発生制御ステップの処理により発生が制御された前記パルスの出力部からの出力を
制御する出力制御ステップと、
　前記出力制御ステップの処理により出力が制御された前記パルスをユーザの生体組織に
入力した結果得られるインパルス応答の、受信部への受信を制御する受信制御ステップと
、
　前記発生制御ステップの処理により発生が制御された前記パルスと、前記受信制御ステ
ップの処理により受信が制御された前記インパルス応答を合成して合成波を生成する生成
ステップと、
　登録ユーザを識別するための情報と、前記生成ステップの処理により生成された第１の
合成波との関連付けた記録を制御する記録制御ステップと、
　前記記録制御ステップの処理により記録が制御されている前記登録ユーザに対応する前
記第１の合成波と、前記生成ステップの処理により新たに生成された、前記ユーザに対応
する第２の合成波とを比較する比較ステップと、
　前記比較ステップによる比較結果に基づいて、前記ユーザが前記登録ユーザであるか否
かを識別する識別ステップと
　を含み、
　前記出力部および前記受信部は、前記操作部の前記ユーザにより触れられる箇所に設け
られ、
　前記実行ステップの処理では、前記識別ステップの処理による識別結果に基づいて、前
記所定の処理を実行するか否かを判断する
　処理を前記情報処理装置のコンピュータに実行させる、コンピュータが読み取り可能な
プログラムが記録されているプログラム記録媒体。
【請求項３８】
　ユーザからの操作を受けて所定の処理を実行する情報処理装置のコンピュータが実行可
能なプログラムであって、
　操作部に入力された前記ユーザの操作入力に基づいて、前記所定の処理を実行する実行
ステップと、
　パルスの発生を制御する発生制御ステップと、
　前記発生制御ステップの処理により発生が制御された前記パルスの出力部からの出力を
制御する出力制御ステップと、
　前記出力制御ステップの処理により出力が制御された前記パルスをユーザの生体組織に



(9) JP 4239512 B2 2009.3.18

10

20

30

40

50

入力した結果得られるインパルス応答の、受信部への受信を制御する受信制御ステップと
、
　前記発生制御ステップの処理により発生が制御された前記パルスと、前記受信制御ステ
ップの処理により受信が制御された前記インパルス応答を合成して合成波を生成する生成
ステップと、
　登録ユーザを識別するための情報と、前記生成ステップの処理により生成された第１の
合成波との関連付けた記録を制御する記録制御ステップと、
　前記記録制御ステップの処理により記録が制御されている前記登録ユーザに対応する前
記第１の合成波と、前記生成ステップの処理により新たに生成された、前記ユーザに対応
する第２の合成波とを比較する比較ステップと、
　前記比較ステップによる比較結果に基づいて、前記ユーザが前記登録ユーザであるか否
かを識別する識別ステップと
　を含み、
　前記出力部および前記受信部は、前記操作部の前記ユーザにより触れられる箇所に設け
られ、
　前記実行ステップの処理では、前記識別ステップの処理による識別結果に基づいて、前
記所定の処理を実行するか否かを判断する
　処理を前記情報処理装置のコンピュータに実行させるプログラム。
【請求項３９】
　所定の装置に装着されることにより、情報の記録または再生のうちの少なくともいずれ
かが可能な情報記録媒体において、
　パルスを発生する発生手段と、
　前記発生手段により発生された前記パルスを出力する第１の出力手段と、
　前記第１の出力手段により出力された前記パルスをユーザの生体組織に入力した結果得
られるインパルス応答を受信する受信手段と、
　前記発生手段により発生された前記パルスと、前記受信手段により受信された前記イン
パルス応答を合成して合成波を生成する生成手段と、
　前記生成手段により予め生成されている、登録ユーザに対応する第１の合成波と、前記
生成手段により新たに生成された、前記ユーザに対応する第２の合成波とを比較する比較
手段と、
　前記比較手段による比較結果に基づいて、前記ユーザが前記登録ユーザであるか否かを
識別する識別手段と
　を備え、
　前記第１の出力手段および前記受信手段は、前記情報記録媒体の表面の、前記ユーザが
前記所定の装置に前記情報記録媒体を装着するために触れる位置に設けられている
　情報記録媒体。
【請求項４０】
　前記受信手段は、前記ユーザの指に入力された前記パルスが、骨を含む指組織内部を伝
導した結果得られるインパルス応答を受信する
　請求項３９に記載の情報記録媒体。
【請求項４１】
　登録ユーザを識別するための情報と、前記生成手段により生成された第１の合成波を関
連付けて記録する記録手段を更に備え、
　前記比較手段は、前記記録手段により記録されている前記登録ユーザに対応する前記第
１の合成波と、前記生成手段により新たに生成された、前記ユーザに対応する第２の合成
波とを比較する
　請求項３９に記載の情報記録媒体。
【請求項４２】
　前記識別手段による識別結果を出力する第２の出力手段
　を更に備える請求項４１に記載の情報記録媒体。
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【請求項４３】
　前記識別手段による識別結果をユーザに通知するためのメッセージを表示する表示手段
　を更に備える請求項４１に記載の情報記録媒体。
【請求項４４】
　所定の装置に装着されることにより、情報の記録または再生のうちの少なくともいずれ
かが可能な情報記録媒体の使用者の識別方法であって、
　パルスの発生を制御する発生制御ステップと、
　前記発生制御ステップの処理により発生が制御された前記パルスの出力部からの出力を
制御する出力制御ステップと、
　前記出力制御ステップの処理により出力が制御された前記パルスをユーザの生体組織に
入力した結果得られるインパルス応答の受信部への受信を制御する受信制御ステップと、
　前記発生制御ステップの処理により発生が制御された前記パルスと、前記受信制御ステ
ップの処理により受信が制御された前記インパルス応答を合成して合成波を生成する生成
ステップと、
　前記生成ステップの処理により予め生成されている、登録ユーザに対応する第１の合成
波と、前記生成ステップの処理により新たに生成された、前記ユーザに対応する第２の合
成波とを比較する比較ステップと、
　前記比較ステップの処理による比較結果に基づいて、前記ユーザが前記登録ユーザであ
るか否かを識別する識別ステップと
　を含み、
　前記出力部および前記受信部は、前記情報記録媒体の表面の、前記ユーザが前記所定の
装置に前記情報記録媒体を装着するために触れる位置に設けられている
　情報記録媒体の使用者の識別方法。
【請求項４５】
　所定の装置に装着されることにより、情報の記録または再生のうちの少なくともいずれ
かが可能な情報記録媒体の使用者を識別する処理を実行するコンピュータが実行可能なプ
ログラムであって、
　パルスの発生を制御する発生制御ステップと、
　前記発生制御ステップの処理により発生が制御された前記パルスの出力部からの出力を
制御する出力制御ステップと、
　前記出力制御ステップの処理により出力が制御された前記パルスをユーザの生体組織に
入力した結果得られるインパルス応答の受信部への受信を制御する受信制御ステップと、
　前記発生制御ステップの処理により発生が制御された前記パルスと、前記受信制御ステ
ップの処理により受信が制御された前記インパルス応答を合成して合成波を生成する生成
ステップと、
　前記生成ステップの処理により予め生成されている、登録ユーザに対応する第１の合成
波と、前記生成ステップの処理により新たに生成された、前記ユーザに対応する第２の合
成波とを比較する比較ステップと、
　前記比較ステップの処理による比較結果に基づいて、前記ユーザが前記登録ユーザであ
るか否かを識別する識別ステップと
　を含み、
　前記出力部および前記受信部は、前記情報記録媒体の表面の、前記ユーザが前記所定の
装置に前記情報記録媒体を装着するために触れる位置に設けられている
　処理を前記コンピュータに実行させる、コンピュータが読み取り可能なプログラムが記
録されているプログラム記録媒体。
【請求項４６】
　所定の装置に装着されることにより、情報の記録または再生のうちの少なくともいずれ
かが可能な情報記録媒体の使用者を識別する処理を実行するコンピュータが実行可能なプ
ログラムであって、
　パルスの発生を制御する発生制御ステップと、
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　前記発生制御ステップの処理により発生が制御された前記パルスの出力部からの出力を
制御する出力制御ステップと、
　前記出力制御ステップの処理により出力が制御された前記パルスをユーザの生体組織に
入力した結果得られるインパルス応答の受信部への受信を制御する受信制御ステップと、
　前記発生制御ステップの処理により発生が制御された前記パルスと、前記受信制御ステ
ップの処理により受信が制御された前記インパルス応答を合成して合成波を生成する生成
ステップと、
　前記生成ステップの処理により予め生成されている、登録ユーザに対応する第１の合成
波と、前記生成ステップの処理により新たに生成された、前記ユーザに対応する第２の合
成波とを比較する比較ステップと、
　前記比較ステップの処理による比較結果に基づいて、前記ユーザが前記登録ユーザであ
るか否かを識別する識別ステップと
　を含み、
　前記出力部および前記受信部は、前記情報記録媒体の表面の、前記ユーザが前記所定の
装置に前記情報記録媒体を装着するために触れる位置に設けられている
　処理を前記コンピュータに実行させるプログラム。
【請求項４７】
　情報記録媒体を装着可能な情報処理装置において、
　パルスを発生する発生手段と、
　前記発生手段により発生された前記パルスを出力する出力手段と、
　前記出力手段により出力された前記パルスをユーザの生体組織に入力した結果得られる
インパルス応答を受信する受信手段と、
　前記発生手段により発生された前記パルスと、前記受信手段により受信された前記イン
パルス応答を合成して合成波を生成する生成手段と、
　登録ユーザを識別するための情報と、前記登録ユーザに対応する第１の合成波を関連付
けて記録する記録手段と、
　前記記録手段により予め記録されている前記登録ユーザに対応する前記第１の合成波と
、前記生成手段により新たに生成された、前記ユーザに対応する第２の合成波とを比較す
る比較手段と、
　前記比較手段による比較結果に基づいて、前記ユーザが前記登録ユーザであるか否かを
識別する識別手段と、
　前記情報記録媒体を装着した第１のユーザが前記登録ユーザであるか否かを示す第１の
情報を取得する第１の取得手段と、
　操作入力を行った第２のユーザが前記登録ユーザであるか否かを示す第２の情報を取得
する第２の取得手段と、
　前記第２のユーザの操作入力に基づいて、所定の処理を実行する実行手段と、
　前記第１の取得手段により取得された前記第１の情報、および、前記第２の取得手段に
より取得された前記第２の情報を基に、前記第１のユーザと前記第２のユーザとが一致す
るか否かを判断する判断手段と
　を備え、
　前記第２の取得手段は、前記記録手段により予め記録されている前記登録ユーザに対応
する前記第１の合成波と、前記生成手段により新たに生成された、前記ユーザに対応する
第２の合成波とを比較した比較結果に基づく識別結果を、前記第２の情報として取得し、
　前記実行手段は、前記第１のユーザが前記登録ユーザであるか否か、並びに、前記判断
手段により前記第１のユーザと前記第２のユーザとが一致すると判断されるか否かに基づ
いて、前記所定の処理を実行するか否かを判断する
　情報処理装置。
【請求項４８】
　前記第１のユーザが前記登録ユーザではない、あるいは、前記判断手段により前記第１
のユーザと前記第２のユーザとが一致しないと判断された場合、装着されている前記情報
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記録媒体を排出する排出手段
　を更に備える請求項４７に記載の情報処理装置。
【請求項４９】
　前記受信手段は、前記ユーザの指に入力された前記パルスが、骨を含む指組織内部を伝
導した結果得られるインパルス応答を受信する
　請求項４７に記載の情報処理装置。
【請求項５０】
　前記情報記録媒体の使用を許可されている前記登録ユーザを識別するための情報および
対応する前記第１の合成波を、装着された前記情報記録媒体から取得する第３の取得手段
を更に備え、
　前記記録手段は、前記第３の取得手段により取得された前記登録ユーザを識別するため
の情報および対応する前記第１の合成波を記録する
　請求項４７に記載の情報処理装置。
【請求項５１】
　所定のパルスをユーザの生体組織に入力した結果得られるインパルス応答と前記所定の
パルスとの合成波である第１の合成波を、装着された前記記録媒体から取得する第３の取
得手段と、
　前記所定のパルスが前記記録媒体の使用を許可されている前記登録ユーザの生体組織に
入力した結果得られるインパルス応答と前記所定のパルスとの合成波である第２の合成波
を、装着された前記記録媒体から取得する第４の取得手段と
　を更に備え、
　前記比較手段は、さらに、前記第４の取得手段により取得された前記第２の合成波と、
前記第３の取得手段により取得された前記第１の合成波とを比較し、
　前記第１の取得手段は、前記第４の取得手段により取得された前記第２の合成波と、前
記第３の取得手段により取得された前記第１の合成波とを比較した比較結果に基づく識別
結果を前記第１の情報として取得する
　請求項４７に記載の情報処理装置。
【請求項５２】
　情報記録媒体を装着可能な情報処理装置の情報処理方法において、
　パルスの発生を制御する発生制御ステップと、
　前記発生制御ステップの処理により発生が制御された前記パルスの出力を制御する出力
制御ステップと、
　前記出力制御ステップの処理により出力が制御された前記パルスをユーザの生体組織に
入力した結果得られるインパルス応答の受信を制御する受信制御ステップと、
　前記発生制御ステップの処理により発生が制御された前記パルスと、前記受信制御ステ
ップの処理により受信が制御された前記インパルス応答を合成して合成波を生成する生成
ステップと、
　登録ユーザを識別するための情報と、前記登録ユーザに対応する第１の合成波を関連付
けて記録させる記録制御ステップと、
　前記記録制御ステップの処理により予め記録されている前記登録ユーザに対応する前記
第１の合成波と、前記生成ステップの処理により新たに生成された、前記ユーザに対応す
る第２の合成波とを比較する比較ステップと、
　前記比較ステップの処理による比較結果に基づいて、前記ユーザが前記登録ユーザであ
るか否かを識別する識別ステップと、
　前記情報記録媒体を装着した第１のユーザが前記登録ユーザであるか否かを示す第１の
情報の取得を制御する第１の取得制御ステップと、
　操作入力を行った第２のユーザが前記登録ユーザであるか否かを示す第２の情報の取得
を制御する第２の取得制御ステップと、
　前記第２のユーザの操作入力に基づいて、所定の処理を実行する実行ステップと、
　前記第１の取得制御ステップの処理により取得が制御された前記第１の情報、および、
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前記第２の取得制御ステップの処理により取得が制御された前記第２の情報を基に、前記
第１のユーザと前記第２のユーザとが一致するか否かを判断する判断ステップと
　を含み、
　前記第２の取得ステップの処理では、前記記録制御ステップの処理により予め記録され
ている前記登録ユーザに対応する前記第１の合成波と、前記生成ステップの処理により新
たに生成された、前記ユーザに対応する第２の合成波とを比較した比較結果に基づく識別
結果を、前記第２の情報として取得し、
　前記実行ステップの処理では、前記第１のユーザが前記登録ユーザであるか否か、並び
に、前記判断ステップの処理により前記第１のユーザと前記第２のユーザとが一致すると
判断されるか否かに基づいて、前記所定の処理を実行するか否かを判断する
　情報処理方法。
【請求項５３】
　情報記録媒体を装着可能な情報処理装置のコンピュータが実行可能なプログラムであっ
て、
　パルスの発生を制御する発生制御ステップと、
　前記発生制御ステップの処理により発生が制御された前記パルスの出力を制御する出力
制御ステップと、
　前記出力制御ステップの処理により出力が制御された前記パルスをユーザの生体組織に
入力した結果得られるインパルス応答の受信を制御する受信制御ステップと、
　前記発生制御ステップの処理により発生が制御された前記パルスと、前記受信制御ステ
ップの処理により受信が制御された前記インパルス応答を合成して合成波を生成する生成
ステップと、
　登録ユーザを識別するための情報と、前記登録ユーザに対応する第１の合成波を関連付
けて記録させる記録制御ステップと、
　前記記録制御ステップの処理により予め記録されている前記登録ユーザに対応する前記
第１の合成波と、前記生成ステップの処理により新たに生成された、前記ユーザに対応す
る第２の合成波とを比較する比較ステップと、
　前記比較ステップの処理による比較結果に基づいて、前記ユーザが前記登録ユーザであ
るか否かを識別する識別ステップと、
　前記情報記録媒体を装着した第１のユーザが前記登録ユーザであるか否かを示す第１の
情報の取得を制御する第１の取得制御ステップと、
　操作入力を行った第２のユーザが前記登録ユーザであるか否かを示す第２の情報の取得
を制御する第２の取得制御ステップと、
　前記第２のユーザの操作入力に基づいて、所定の処理を実行する実行ステップと、
　前記第１の取得制御ステップの処理により取得が制御された前記第１の情報、および、
前記第２の取得制御ステップの処理により取得が制御された前記第２の情報を基に、前記
第１のユーザと前記第２のユーザとが一致するか否かを判断する判断ステップと
　を含み、
　前記第２の取得ステップの処理では、前記記録制御ステップの処理により予め記録され
ている前記登録ユーザに対応する前記第１の合成波と、前記生成ステップの処理により新
たに生成された、前記ユーザに対応する第２の合成波とを比較した比較結果に基づく識別
結果を、前記第２の情報として取得し、
　前記実行ステップの処理では、前記第１のユーザが前記登録ユーザであるか否か、並び
に、前記判断ステップの処理により前記第１のユーザと前記第２のユーザとが一致すると
判断されるか否かに基づいて、前記所定の処理を実行するか否かを判断する
　処理を前記情報処理装置のコンピュータに実行させる、コンピュータが読み取り可能な
プログラムが記録されているプログラム記録媒体。
【請求項５４】
　情報記録媒体を装着可能な情報処理装置のコンピュータが実行可能なプログラムであっ
て、
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　パルスの発生を制御する発生制御ステップと、
　前記発生制御ステップの処理により発生が制御された前記パルスの出力を制御する出力
制御ステップと、
　前記出力制御ステップの処理により出力が制御された前記パルスをユーザの生体組織に
入力した結果得られるインパルス応答の受信を制御する受信制御ステップと、
　前記発生制御ステップの処理により発生が制御された前記パルスと、前記受信制御ステ
ップの処理により受信が制御された前記インパルス応答を合成して合成波を生成する生成
ステップと、
　登録ユーザを識別するための情報と、前記登録ユーザに対応する第１の合成波を関連付
けて記録させる記録制御ステップと、
　前記記録制御ステップの処理により予め記録されている前記登録ユーザに対応する前記
第１の合成波と、前記生成ステップの処理により新たに生成された、前記ユーザに対応す
る第２の合成波とを比較する比較ステップと、
　前記比較ステップの処理による比較結果に基づいて、前記ユーザが前記登録ユーザであ
るか否かを識別する識別ステップと、
　前記情報記録媒体を装着した第１のユーザが前記登録ユーザであるか否かを示す第１の
情報の取得を制御する第１の取得制御ステップと、
　操作入力を行った第２のユーザが前記登録ユーザであるか否かを示す第２の情報の取得
を制御する第２の取得制御ステップと、
　前記第２のユーザの操作入力に基づいて、所定の処理を実行する実行ステップと、
　前記第１の取得制御ステップの処理により取得が制御された前記第１の情報、および、
前記第２の取得制御ステップの処理により取得が制御された前記第２の情報を基に、前記
第１のユーザと前記第２のユーザとが一致するか否かを判断する判断ステップと
　を含み、
　前記第２の取得ステップの処理では、前記記録制御ステップの処理により予め記録され
ている前記登録ユーザに対応する前記第１の合成波と、前記生成ステップの処理により新
たに生成された、前記ユーザに対応する第２の合成波とを比較した比較結果に基づく識別
結果を、前記第２の情報として取得し、
　前記実行ステップの処理では、前記第１のユーザが前記登録ユーザであるか否か、並び
に、前記判断ステップの処理により前記第１のユーザと前記第２のユーザとが一致すると
判断されるか否かに基づいて、前記所定の処理を実行するか否かを判断する
　処理を前記情報処理装置のコンピュータに実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、個人識別装置、個人識別方法、情報処理装置、情報処理方法、情報記録媒体
、情報記録媒体の使用者の識別方法、個人識別システム、プログラム記録媒体、およびプ
ログラムに関し、特に、生体にパルスを当てて得られるインパルス応答を利用して、個人
識別を行うことができるようにした、個人識別装置、個人識別方法、情報処理装置、情報
処理方法、情報記録媒体、情報記録媒体の使用者の識別方法、個人識別システム、プログ
ラム記録媒体、およびプログラムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、個人認証などを行うために個人を識別する方法として、サインや、パスワード入力
などが広く用いられてきた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、サインは、簡単に模倣することが可能であり、パスワードも、一度漏洩し
てしまうと、他人であっても簡単に入力することができるため、なりすました他人が、キ
ャッシュカードやクレジットカードを利用することが可能になってしまう。
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【０００４】
このようななりすましを防ぐため、例えば、指紋などの生体情報を利用して、個人を識別
する技術が発達してきている。生体情報は、確かに、サインやパスワードと比較して、模
倣し難い情報である。
【０００５】
しかしながら、生体情報を用いた認証処理であっても、ガラス等に残った指紋から、画像
データを採取し、模造指を作成して、市販の指紋照合装置に認証されてしまった例が報告
されている。このように、たとえ生体情報を用いても、なりすましを防ぐことができない
場合がある。
【０００６】
本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、利用者に複雑な操作を強いること
なく、生体にパルスを当てて得られるインパルス応答を利用して、個人識別を行うことが
できるようにするものである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　本発明の個人識別装置は、パルスを発生する発生手段と、発生手段により発生されたパ
ルスを出力する出力手段と、出力手段により出力されたパルスをユーザの生体組織に入力
した結果得られるインパルス応答を受信する受信手段と、発生手段により発生されたパル
スと、受信手段により受信されたインパルス応答を合成して合成波を生成する生成手段と
、生成手段により予め生成されている、登録ユーザに対応する第１の合成波と、生成手段
により新たに生成された、ユーザに対応する第２の合成波とを比較する比較手段と、比較
手段による比較結果に基づいて、ユーザが登録ユーザであるか否かを識別する識別手段と
を備える。
【０００８】
　出力手段と受信手段とは、ユーザの体の一部を挟むことができるように構成されている
ものとすることができる。
【０００９】
　出力手段と受信手段とは、ユーザの体の一部が同時に触れることができるように、同一
平面上に設けられているものとすることができる。
【００１０】
　出力手段と受信手段とは、同一のプローブ状の部材に設けられているものとすることが
できる。
【００１１】
　出力手段と受信手段とは、一体の平面状の部材として構成されているものとすることが
できる。
　受信手段には、ユーザの指に入力されたパルスが、骨を含む指組織内部を伝導した結果
得られるインパルス応答を受信させるようにすることができる。
【００１２】
　登録ユーザを識別するための情報と、登録ユーザに対応する第１の合成波を関連付けて
記録する記録手段を更に備えさせることができ、比較手段には、記録手段により予め記録
されている登録ユーザに対応する第１の合成波と、生成手段により新たに生成された、ユ
ーザに対応する第２の合成波とを比較させるようにすることができる。
【００１５】
　比較手段には、パルスを時間軸の基準として、記録手段により予め記録されている登録
ユーザに対応する第１の合成波と、生成手段により新たに生成された、ユーザに対応する
第２の合成波との減衰特性を比較させるようにすることができる。
【００１６】
　比較手段には、登録ユーザに対応する第１の合成波と、生成手段により新たに生成され
た、ユーザに対応する第２の合成波との振幅の差の二乗平均値を演算させることにより、
減衰特性を比較させるようにすることができる。
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【００１７】
　比較手段には、記録手段により予め記録されている登録ユーザに対応する第１の合成波
と、生成手段により新たに生成された、ユーザに対応する第２の合成波との周波数特性を
比較させるようにすることができる。
【００１８】
　生成手段により生成された合成波に対して所定の単位時間毎にスペクトラム変換を実行
するスペクトラム変換手段を更に備えさせるようにすることができ、記録手段には、登録
ユーザを識別するための情報と、第１の合成波形に対してスペクトラム変換手段によりス
ペクトラム変換が実行されることによって得られた第１のスペクトラム変換結果を関連付
けて更に記録させるようにすることができ、比較手段には、記録手段により予め記録され
ている第１のスペクトラム変換結果と、ユーザに対応する第２の合成波に対してスペクト
ラム変換手段によりスペクトラム変換が実行されることによって得られた第２のスペクト
ラム変換結果とを比較させることにより、登録ユーザに対応する第１の合成波と、生成手
段により新たに生成された、ユーザに対応する第２の合成波との周波数特性を比較させる
ようにすることができる。
【００１９】
　本発明の個人識別方法は、パルスの発生を制御する発生制御ステップと、発生制御ステ
ップの処理により発生が制御されたパルスの出力を制御する出力制御ステップと、出力制
御ステップの処理により出力が制御されたパルスをユーザの生体組織に入力した結果得ら
れるインパルス応答の受信を制御する受信制御ステップと、発生制御ステップの処理によ
り発生が制御されたパルスと、受信制御ステップの処理により受信が制御されたインパル
ス応答を合成して合成波を生成する生成ステップと、生成ステップの処理により予め生成
されている、登録ユーザに対応する第１の合成波と、生成ステップの処理により新たに生
成された、ユーザに対応する第２の合成波とを比較する比較ステップと、比較ステップの
処理による比較結果に基づいて、ユーザが登録ユーザであるか否かを識別する識別ステッ
プとを含む。
【００２０】
　本発明の第１のプログラム記録媒体に記録されているプログラムは、パルスの発生を制
御する発生制御ステップと、発生制御ステップの処理により発生が制御されたパルスの出
力を制御する出力制御ステップと、出力制御ステップの処理により出力が制御されたパル
スをユーザの生体組織に入力した結果得られるインパルス応答の受信を制御する受信制御
ステップと、発生制御ステップの処理により発生が制御されたパルスと、受信制御ステッ
プの処理により受信が制御されたインパルス応答を合成して合成波を生成する生成ステッ
プと、生成ステップの処理により予め生成されている、登録ユーザに対応する第１の合成
波と、生成ステップの処理により新たに生成された、ユーザに対応する第２の合成波とを
比較する比較ステップと、比較ステップの処理による比較結果に基づいて、ユーザが登録
ユーザであるか否かを識別する識別ステップとを含む処理を個人識別装置のコンピュータ
に実行させる。
【００２１】
　本発明の第１のプログラムは、パルスの発生を制御する発生制御ステップと、発生制御
ステップの処理により発生が制御されたパルスの出力を制御する出力制御ステップと、出
力制御ステップの処理により出力が制御されたパルスをユーザの生体組織に入力した結果
得られるインパルス応答の受信を制御する受信制御ステップと、発生制御ステップの処理
により発生が制御されたパルスと、受信制御ステップの処理により受信が制御されたイン
パルス応答を合成して合成波を生成する生成ステップと、生成ステップの処理により予め
生成されている、登録ユーザに対応する第１の合成波と、生成ステップの処理により新た
に生成された、ユーザに対応する第２の合成波とを比較する比較ステップと、比較ステッ
プの処理による比較結果に基づいて、ユーザが登録ユーザであるか否かを識別する識別ス
テップとを含む処理を個人識別装置のコンピュータに実行させる。
【００２２】
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　本発明の第１の情報処理装置は、ユーザの生体にパルスを入力した結果得られるインパ
ルス応答およびパルスを合成して生成された合成波を取得する取得手段と、登録ユーザを
識別するための情報と、取得手段によって取得された第１の合成波を関連付けて記録する
記録手段と、記録手段により予め記録されている登録ユーザに対応する第１の合成波と、
取得手段により取得された、ユーザに対応する第２の合成波とを比較する比較手段と、比
較手段による比較結果に基づいて、ユーザが登録ユーザであるか否かを識別する識別手段
と、識別手段による識別結果を出力する出力手段とを備える。
　取得手段には、ユーザの指に入力されたパルスが、骨を含む指組織内部を伝導した結果
得られるインパルス応答、および、パルスの合成波を取得させるようにすることができる
。
【００２３】
比較手段には、パルスを時間軸の基準として、記録手段により予め記録されている登録ユ
ーザに対応する第１の合成波と、取得手段により取得された第２の合成波との減衰特性を
比較させるようにすることができる。
【００２４】
比較手段には、登録ユーザに対応する第１の合成波と、取得手段により取得された第２の
合成波との振幅の差の二乗平均値を演算させることにより、減衰特性を比較させるように
することができる。
【００２５】
比較手段には、記録手段により予め記録されている登録ユーザに対応する第１の合成波と
、取得手段により取得された第２の合成波との周波数特性を比較させるようにすることが
できる。
【００２６】
　取得手段により取得された合成波に対して所定の単位時間毎にスペクトラム変換を実行
するスペクトラム変換手段を更に備えさせるようにすることができ、記録手段には、登録
ユーザを識別するための情報と、第１の合成波形に対してスペクトラム変換手段によりス
ペクトラム変換が実行されることによって得られた第１のスペクトラム変換結果を関連付
けて更に記録させるようにすることができ、比較手段には、記録手段により予め記録され
ている第１のスペクトラム変換結果と、ユーザに対応する第２の合成波形に対してスペク
トラム変換手段によりスペクトラム変換が実行されることによって得られた第２のスペク
トラム変換結果とを比較させることにより、登録ユーザに対応する第１の合成波と、取得
手段により取得された、ユーザに対応する第２の合成波との周波数特性を比較させるよう
にすることができる。
【００２７】
　本発明の第１の情報処理方法は、ユーザの生体にパルスを入力した結果得られるインパ
ルス応答およびパルスを合成して生成された合成波の取得を制御する取得制御ステップと
、登録ユーザを識別するための情報と、取得制御ステップの処理によって取得が制御され
た第１の合成波とが関連付けられて記録されるように記録を制御する記録制御ステップと
、記録制御ステップの処理により予め記録が制御されている登録ユーザに対応する第１の
合成波と、取得制御ステップの処理により取得が制御された、ユーザに対応する第２の合
成波とを比較する比較ステップと、比較ステップの処理による比較結果に基づいて、ユー
ザが登録ユーザであるか否かを識別する識別ステップと、識別ステップによる識別結果の
出力を制御する出力制御ステップとを含む。
【００２８】
　本発明の第２のプログラム記録媒体に記録されているプログラムは、ユーザの生体にパ
ルスを入力した結果得られるインパルス応答およびパルスを合成して生成された合成波の
取得を制御する取得制御ステップと、登録ユーザを識別するための情報と、取得制御ステ
ップの処理によって取得が制御された第１の合成波とが関連付けられて記録されるように
記録を制御する記録制御ステップと、記録制御ステップの処理により予め記録が制御され
ている登録ユーザに対応する第１の合成波と、取得制御ステップの処理により取得が制御
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された、ユーザに対応する第２の合成波とを比較する比較ステップと、比較ステップの処
理による比較結果に基づいて、ユーザが登録ユーザであるか否かを識別する識別ステップ
と、識別ステップによる識別結果の出力を制御する出力制御ステップとを含む処理を情報
処理装置のコンピュータに実行させる。
【００２９】
　本発明の第２のプログラムは、ユーザの生体にパルスを入力した結果得られるインパル
ス応答およびパルスを合成して生成された合成波の取得を制御する取得制御ステップと、
登録ユーザを識別するための情報と、取得制御ステップの処理によって取得が制御された
第１の合成波とが関連付けられて記録されるように記録を制御する記録制御ステップと、
記録制御ステップの処理により予め記録が制御されている登録ユーザに対応する第１の合
成波と、取得制御ステップの処理により取得が制御された、ユーザに対応する第２の合成
波とを比較する比較ステップと、比較ステップの処理による比較結果に基づいて、ユーザ
が登録ユーザであるか否かを識別する識別ステップと、識別ステップによる識別結果の出
力を制御する出力制御ステップとを含む処理を情報処理装置のコンピュータに実行させる
。
【００３０】
　本発明の個人識別システムは、第１の情報処理装置が、パルスを発生する発生手段と、
発生手段により発生されたパルスを出力する第１の出力手段と、第１の出力手段により出
力されたパルスが、ユーザの生体組織に伝達して得られるインパルスを受信する受信手段
と、発生手段により発生されたパルスと、受信手段により受信されたインパルスを合成し
て合成波を生成する生成手段と、生成手段により生成された合成波を出力する第２の出力
手段とを備え、第２の情報処理装置が、第２の出力手段により出力された合成波を取得す
る取得手段と、登録ユーザを識別するための情報と、取得手段によって取得された第１の
合成波を関連付けて記録する記録手段と、記録手段により予め記録されている登録ユーザ
に対応する第１の合成波と、取得手段により取得された、ユーザに対応する第２の合成波
とを比較する比較手段と、比較手段による比較結果に基づいて、ユーザが登録ユーザであ
るか否かを識別する識別手段と、識別手段による識別結果を出力する第３の出力手段とを
備える。
　受信手段には、ユーザの指に入力されたパルスが、骨を含む指組織内部を伝導した結果
得られるインパルス応答を受信させるようにすることができる。
【００３１】
　本発明の第２の情報処理装置は、操作部に入力されたユーザの操作入力に基づいて、所
定の処理を実行する実行手段と、パルスを発生する発生手段と、発生手段により発生され
たパルスを出力する出力手段と、出力手段により出力されたパルスをユーザの生体組織に
入力した結果得られるインパルス応答を受信する受信手段と、発生手段により発生された
パルスと、受信手段により受信されたインパルス応答を合成して合成波を生成する生成手
段と、登録ユーザを識別するための情報と、生成手段により生成された第１の合成波を関
連付けて記録する記録手段と、記録手段により記録されている登録ユーザに対応する第１
の合成波と、生成手段により新たに生成された、ユーザに対応する第２の合成波とを比較
する比較手段と、比較手段による比較結果に基づいて、ユーザが登録ユーザであるか否か
を識別する識別手段とを備え、出力手段および受信手段は、操作部のユーザにより触れら
れる箇所に設けられ、実行手段は、識別手段による識別結果に基づいて、所定の処理を実
行するか否かを判断する。
　受信手段には、ユーザの指に入力されたパルスが、骨を含む指組織内部を伝導した結果
得られるインパルス応答を受信させるようにすることができる。
【００３２】
　識別手段による識別結果をユーザに通知するためのメッセージを表示する表示手段を更
に備えさせるようにすることができる。
【００３３】
　実行手段には、識別手段により、ユーザが登録ユーザではないとの識別結果を得た場合
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、所定の処理を全て実行不可とさせるようにすることができる。
【００３４】
　実行手段には、識別手段により、ユーザが登録ユーザではないとの識別結果を得た場合
、所定の処理のうちの特定の処理のみを実行不可とさせるようにすることができる。
【００３５】
　記録手段には、登録ユーザに対する第１の合成波と対応付けて登録ユーザに関する情報
を更に記録させるようにすることができ、実行手段には、識別手段により、ユーザが、所
定の条件に合致した登録ユーザであるとの識別結果を得た場合、所定の処理のうちの特定
の処理のみを実行不可とさせるようにすることができる。
【００３６】
　記録手段により記録されている登録ユーザのうちの所定のユーザを選択する情報を取得
する取得手段を更に備えさせるようにすることができ、実行手段には、識別手段により、
ユーザが、取得手段により取得された情報により示される、選択された登録ユーザである
との識別結果を得た場合、選択された登録ユーザ固有の処理を実行させるようにすること
ができる。
【００３８】
　記録手段には、登録ユーザに対する第１の合成波と対応付けて、登録ユーザによる情報
処理装置の使用条件を更に記録させるようにすることができ、実行手段には、識別手段に
より、ユーザが、登録ユーザであるとの識別結果を得た場合、登録ユーザの使用条件に基
づいて処理を実行させるようにすることができる。
【００３９】
　所定の連絡先に情報を送信する送信手段を更に備えさせるようにすることができ、記録
手段には、登録ユーザに対する連絡先を更に記録させるようにすることができ、送信手段
には、識別手段により、ユーザが、登録ユーザではないとの識別結果を所定の回数以上続
けて得た場合、登録ユーザに対応する連絡先に、不正なユーザによる情報処理装置の使用
を通知するメッセージを送信させるようにすることができる。
　実行手段には、識別手段により、ユーザが、登録ユーザではないとの識別結果を所定の
回数以上続けて得た場合、所定の処理を全て実行不可とさせるようにすることができる。
【００４０】
　本発明の第２の情報処理方法は、操作部に入力されたユーザの操作入力に基づいて、所
定の処理を実行する実行ステップと、パルスの発生を制御する発生制御ステップと、発生
制御ステップの処理により発生が制御されたパルスの出力部からの出力を制御する出力制
御ステップと、出力制御ステップの処理により出力が制御されたパルスをユーザの生体組
織に入力した結果得られるインパルス応答の、受信部への受信を制御する受信制御ステッ
プと、発生制御ステップの処理により発生が制御されたパルスと、受信制御ステップの処
理により受信が制御されたインパルス応答を合成して合成波を生成する生成ステップと、
登録ユーザを識別するための情報と、生成ステップの処理により生成された第１の合成波
との関連付けた記録を制御する記録制御ステップと、記録制御ステップの処理により記録
が制御されている登録ユーザに対応する第１の合成波と、生成ステップの処理により新た
に生成された、ユーザに対応する第２の合成波とを比較する比較ステップと、比較ステッ
プによる比較結果に基づいて、ユーザが登録ユーザであるか否かを識別する識別ステップ
とを含み、出力部および受信部は、操作部のユーザにより触れられる箇所に設けられ、実
行ステップの処理では、識別ステップの処理による識別結果に基づいて、所定の処理を実
行するか否かを判断する。
【００４１】
　本発明の第３のプログラム記録媒体に記録されているプログラムは、操作部に入力され
たユーザの操作入力に基づいて、所定の処理を実行する実行ステップと、パルスの発生を
制御する発生制御ステップと、発生制御ステップの処理により発生が制御されたパルスの
出力部からの出力を制御する出力制御ステップと、出力制御ステップの処理により出力が
制御されたパルスをユーザの生体組織に入力した結果得られるインパルス応答の、受信部
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への受信を制御する受信制御ステップと、発生制御ステップの処理により発生が制御され
たパルスと、受信制御ステップの処理により受信が制御されたインパルス応答を合成して
合成波を生成する生成ステップと、登録ユーザを識別するための情報と、生成ステップの
処理により生成された第１の合成波との関連付けた記録を制御する記録制御ステップと、
記録制御ステップの処理により記録が制御されている登録ユーザに対応する第１の合成波
と、生成ステップの処理により新たに生成された、ユーザに対応する第２の合成波とを比
較する比較ステップと、比較ステップによる比較結果に基づいて、ユーザが登録ユーザで
あるか否かを識別する識別ステップとを含み、出力部および受信部は、操作部のユーザに
より触れられる箇所に設けられ、実行ステップの処理では、識別ステップの処理による識
別結果に基づいて、所定の処理を実行するか否かを判断する処理を、情報処理装置のコン
ピュータに実行させる。
【００４２】
　本発明の第３のプログラムは、操作部に入力されたユーザの操作入力に基づいて、所定
の処理を実行する実行ステップと、パルスの発生を制御する発生制御ステップと、発生制
御ステップの処理により発生が制御されたパルスの出力部からの出力を制御する出力制御
ステップと、出力制御ステップの処理により出力が制御されたパルスをユーザの生体組織
に入力した結果得られるインパルス応答の、受信部への受信を制御する受信制御ステップ
と、発生制御ステップの処理により発生が制御されたパルスと、受信制御ステップの処理
により受信が制御されたインパルス応答を合成して合成波を生成する生成ステップと、登
録ユーザを識別するための情報と、生成ステップの処理により生成された第１の合成波と
の関連付けた記録を制御する記録制御ステップと、記録制御ステップの処理により記録が
制御されている登録ユーザに対応する第１の合成波と、生成ステップの処理により新たに
生成された、ユーザに対応する第２の合成波とを比較する比較ステップと、比較ステップ
による比較結果に基づいて、ユーザが登録ユーザであるか否かを識別する識別ステップと
を含み、出力部および受信部は、操作部のユーザにより触れられる箇所に設けられ、実行
ステップの処理では、識別ステップの処理による識別結果に基づいて、所定の処理を実行
するか否かを判断する処理を、情報処理装置のコンピュータに実行させる。
【００４３】
　本発明の情報記録媒体は、パルスを発生する発生手段と、発生手段により発生されたパ
ルスを出力する第１の出力手段と、第１の出力手段により出力されたパルスをユーザの生
体組織に入力した結果得られるインパルス応答を受信する受信手段と、発生手段により発
生されたパルスと、受信手段により受信されたインパルス応答を合成して合成波を生成す
る生成手段と、生成手段により予め生成されている、登録ユーザに対応する第１の合成波
と、生成手段により新たに生成された、ユーザに対応する第２の合成波とを比較する比較
手段と、比較手段による比較結果に基づいて、ユーザが登録ユーザであるか否かを識別す
る識別手段とを備え、第１の出力手段および受信手段は、情報記録媒体の表面の、ユーザ
が所定の装置に情報記録媒体を装着するために触れる位置に設けられている。
　受信手段には、ユーザの指に入力されたパルスが、骨を含む指組織内部を伝導した結果
得られるインパルス応答を受信させるようにすることができる。
【００４５】
　登録ユーザを識別するための情報と、生成手段により生成された第１の合成波を関連付
けて記録する記録手段を更に備えさせるようにすることができ、比較手段には、記録手段
により記録されている登録ユーザに対応する第１の合成波と、生成手段により新たに生成
された、ユーザに対応する第２の合成波とを比較させるようにすることができる。
【００４６】
　識別手段による識別結果を出力する第２の出力手段を更に備えさせるようにすることが
できる。
【００４７】
　識別手段による識別結果をユーザに通知するためのメッセージを表示する表示手段を更
に備えさせるようにすることができる。
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【００４８】
　本発明の記録媒体の使用者の識別方法は、パルスの発生を制御する発生制御ステップと
、発生制御ステップの処理により発生が制御されたパルスの出力部からの出力を制御する
出力制御ステップと、出力制御ステップの処理により出力が制御されたパルスをユーザの
生体組織に入力した結果得られるインパルス応答の受信部への受信を制御する受信制御ス
テップと、発生制御ステップの処理により発生が制御されたパルスと、受信制御ステップ
の処理により受信が制御されたインパルス応答を合成して合成波を生成する生成ステップ
と、生成ステップの処理により予め生成されている、登録ユーザに対応する第１の合成波
と、生成ステップの処理により新たに生成された、ユーザに対応する第２の合成波とを比
較する比較ステップと、比較ステップの処理による比較結果に基づいて、ユーザが登録ユ
ーザであるか否かを識別する識別ステップとを含み、出力部および受信部は、情報記録媒
体の表面の、ユーザが所定の装置に情報記録媒体を装着するために触れる位置に設けられ
ている。
【００４９】
　本発明の第４のプログラム記録媒体に記録されているプログラムは、パルスの発生を制
御する発生制御ステップと、発生制御ステップの処理により発生が制御されたパルスの出
力部からの出力を制御する出力制御ステップと、出力制御ステップの処理により出力が制
御されたパルスをユーザの生体組織に入力した結果得られるインパルス応答の受信部への
受信を制御する受信制御ステップと、発生制御ステップの処理により発生が制御されたパ
ルスと、受信制御ステップの処理により受信が制御されたインパルス応答を合成して合成
波を生成する生成ステップと、生成ステップの処理により予め生成されている、登録ユー
ザに対応する第１の合成波と、生成ステップの処理により新たに生成された、ユーザに対
応する第２の合成波とを比較する比較ステップと、比較ステップの処理による比較結果に
基づいて、ユーザが登録ユーザであるか否かを識別する識別ステップとを含み、出力部お
よび受信部は、情報記録媒体の表面の、ユーザが所定の装置に情報記録媒体を装着するた
めに触れる位置に設けられている処理を前記コンピュータに実行させる。
【００５０】
　本発明の第４のプログラムは、パルスの発生を制御する発生制御ステップと、発生制御
ステップの処理により発生が制御されたパルスの出力部からの出力を制御する出力制御ス
テップと、出力制御ステップの処理により出力が制御されたパルスをユーザの生体組織に
入力した結果得られるインパルス応答の受信部への受信を制御する受信制御ステップと、
発生制御ステップの処理により発生が制御されたパルスと、受信制御ステップの処理によ
り受信が制御されたインパルス応答を合成して合成波を生成する生成ステップと、生成ス
テップの処理により予め生成されている、登録ユーザに対応する第１の合成波と、生成ス
テップの処理により新たに生成された、ユーザに対応する第２の合成波とを比較する比較
ステップと、比較ステップの処理による比較結果に基づいて、ユーザが登録ユーザである
か否かを識別する識別ステップとを含み、出力部および受信部は、情報記録媒体の表面の
、ユーザが所定の装置に情報記録媒体を装着するために触れる位置に設けられている処理
をコンピュータに実行させる。
【００５１】
　本発明の第３の情報処理装置は、パルスを発生する発生手段と、発生手段により発生さ
れたパルスを出力する出力手段と、出力手段により出力されたパルスをユーザの生体組織
に入力した結果得られるインパルス応答を受信する受信手段と、発生手段により発生され
たパルスと、受信手段により受信されたインパルス応答を合成して合成波を生成する生成
手段と、登録ユーザを識別するための情報と、登録ユーザに対応する第１の合成波を関連
付けて記録する記録手段と、記録手段により予め記録されている登録ユーザに対応する第
１の合成波と、生成手段により新たに生成された、ユーザに対応する第２の合成波とを比
較する比較手段と、比較手段による比較結果に基づいて、ユーザが登録ユーザであるか否
かを識別する識別手段と、情報記録媒体を装着した第１のユーザが登録ユーザであるか否
かを示す第１の情報を取得する第１の取得手段と、操作入力を行った第２のユーザが登録
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ユーザであるか否かを示す第２の情報を取得する第２の取得手段と、第２のユーザの操作
入力に基づいて、所定の処理を実行する実行手段と、第１の取得手段により取得された第
１の情報、および、第２の取得手段により取得された第２の情報を基に、第１のユーザと
第２のユーザとが一致するか否かを判断する判断手段とを備え、第２の取得手段は、記録
手段により予め記録されている登録ユーザに対応する第１の合成波と、生成手段により新
たに生成された、ユーザに対応する第２の合成波とを比較した比較結果に基づく識別結果
を、第２の情報として取得し、実行手段は、第１のユーザが登録ユーザであるか否か、並
びに、判断手段により第１のユーザと第２のユーザとが一致すると判断されるか否かに基
づいて、所定の処理を実行するか否かを判断する。
【００５２】
　第１のユーザが登録ユーザではない、あるいは、判断手段により第１のユーザと第２の
ユーザとが一致しないと判断された場合、装着されている情報記録媒体を排出する排出手
段を更に備えせるようにすることができる。
【００５３】
　受信手段には、ユーザの指に入力されたパルスが、骨を含む指組織内部を伝導した結果
得られるインパルス応答を受信させるようにすることができる。
【００５５】
　情報記録媒体の使用を許可されている登録ユーザを識別するための情報および対応する
第１の合成波を、装着された情報記録媒体から取得する第３の取得手段を更に備えさせる
ようにすることができ、記録手段には、第３の取得手段により取得された登録ユーザを識
別するための情報および対応する第１の合成波を記録させるようにすることができる。
【００５６】
　所定のパルスがユーザの生体組織に伝達して得られるインパルスと所定のパルスとの合
成波である第１の合成波を、装着された記録媒体から取得する第３の取得手段と、所定の
パルスが記録媒体の使用を許可されている登録ユーザの生体組織に伝達して得られるイン
パルスと所定のパルスとの合成波である第２の合成波を、装着された記録媒体から取得す
る第４の取得手段とを更に備えさせるようにすることができ、比較手段には、さらに、第
４の取得手段により取得された第２の合成波と、第３の取得手段により取得された第１の
合成波を比較させ、第１の取得手段には、第４の取得手段により取得された第２の合成波
と、第３の取得手段により取得された第１の合成波とを比較した比較結果に基づく識別結
果を第１の情報として取得させるようにすることができる。
【００５７】
　本発明の第３の情報処理方法は、パルスの発生を制御する発生制御ステップと、発生制
御ステップの処理により発生が制御されたパルスの出力を制御する出力制御ステップと、
出力制御ステップの処理により出力が制御されたパルスをユーザの生体組織に入力した結
果得られるインパルス応答の受信を制御する受信制御ステップと、発生制御ステップの処
理により発生が制御されたパルスと、受信制御ステップの処理により受信が制御されたイ
ンパルス応答を合成して合成波を生成する生成ステップと、登録ユーザを識別するための
情報と、登録ユーザに対応する第１の合成波を関連付けて記録させる記録制御ステップと
、記録制御ステップの処理により予め記録されている登録ユーザに対応する第１の合成波
と、生成ステップの処理により新たに生成された、ユーザに対応する第２の合成波とを比
較する比較ステップと、比較ステップの処理による比較結果に基づいて、ユーザが登録ユ
ーザであるか否かを識別する識別ステップと、情報記録媒体を装着した第１のユーザが登
録ユーザであるか否かを示す第１の情報の取得を制御する第１の取得制御ステップと、操
作入力を行った第２のユーザが登録ユーザであるか否かを示す第２の情報の取得を制御す
る第２の取得制御ステップと、第２のユーザの操作入力に基づいて、所定の処理を実行す
る実行ステップと、第１の取得制御ステップの処理により取得が制御された第１の情報、
および、第２の取得制御ステップの処理により取得が制御された第２の情報を基に、第１
のユーザと第２のユーザとが一致するか否かを判断する判断ステップとを含み、第２の取
得ステップの処理では、記録制御ステップの処理により予め記録されている登録ユーザに
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対応する第１の合成波と、生成ステップの処理により新たに生成された、ユーザに対応す
る第２の合成波とを比較した比較結果に基づく識別結果を、第２の情報として取得し、実
行ステップの処理では、第１のユーザが登録ユーザであるか否か、並びに、判断ステップ
の処理により第１のユーザと第２のユーザとが一致すると判断されるか否かに基づいて、
所定の処理を実行するか否かを判断する。
【００５８】
　本発明の第５のプログラム記録媒体に記録されているプログラムは、パルスの発生を制
御する発生制御ステップと、発生制御ステップの処理により発生が制御されたパルスの出
力を制御する出力制御ステップと、出力制御ステップの処理により出力が制御されたパル
スをユーザの生体組織に入力した結果得られるインパルス応答の受信を制御する受信制御
ステップと、発生制御ステップの処理により発生が制御されたパルスと、受信制御ステッ
プの処理により受信が制御されたインパルス応答を合成して合成波を生成する生成ステッ
プと、登録ユーザを識別するための情報と、登録ユーザに対応する第１の合成波を関連付
けて記録させる記録制御ステップと、記録制御ステップの処理により予め記録されている
登録ユーザに対応する第１の合成波と、生成ステップの処理により新たに生成された、ユ
ーザに対応する第２の合成波とを比較する比較ステップと、比較ステップの処理による比
較結果に基づいて、ユーザが登録ユーザであるか否かを識別する識別ステップと、情報記
録媒体を装着した第１のユーザが登録ユーザであるか否かを示す第１の情報の取得を制御
する第１の取得制御ステップと、操作入力を行った第２のユーザが登録ユーザであるか否
かを示す第２の情報の取得を制御する第２の取得制御ステップと、第２のユーザの操作入
力に基づいて、所定の処理を実行する実行ステップと、第１の取得制御ステップの処理に
より取得が制御された第１の情報、および、第２の取得制御ステップの処理により取得が
制御された第２の情報を基に、第１のユーザと第２のユーザとが一致するか否かを判断す
る判断ステップとを含み、第２の取得ステップの処理では、記録制御ステップの処理によ
り予め記録されている登録ユーザに対応する第１の合成波と、生成ステップの処理により
新たに生成された、ユーザに対応する第２の合成波とを比較した比較結果に基づく識別結
果を、第２の情報として取得し、実行ステップの処理では、第１のユーザが登録ユーザで
あるか否か、並びに、判断ステップの処理により第１のユーザと第２のユーザとが一致す
ると判断されるか否かに基づいて、所定の処理を実行するか否かを判断する処理を情報処
理装置のコンピュータに実行させる。
【００５９】
　本発明の第５のプログラムは、パルスの発生を制御する発生制御ステップと、発生制御
ステップの処理により発生が制御されたパルスの出力を制御する出力制御ステップと、出
力制御ステップの処理により出力が制御されたパルスをユーザの生体組織に入力した結果
得られるインパルス応答の受信を制御する受信制御ステップと、発生制御ステップの処理
により発生が制御されたパルスと、受信制御ステップの処理により受信が制御されたイン
パルス応答を合成して合成波を生成する生成ステップと、登録ユーザを識別するための情
報と、登録ユーザに対応する第１の合成波を関連付けて記録させる記録制御ステップと、
記録制御ステップの処理により予め記録されている登録ユーザに対応する第１の合成波と
、生成ステップの処理により新たに生成された、ユーザに対応する第２の合成波とを比較
する比較ステップと、比較ステップの処理による比較結果に基づいて、ユーザが登録ユー
ザであるか否かを識別する識別ステップと、情報記録媒体を装着した第１のユーザが登録
ユーザであるか否かを示す第１の情報の取得を制御する第１の取得制御ステップと、操作
入力を行った第２のユーザが登録ユーザであるか否かを示す第２の情報の取得を制御する
第２の取得制御ステップと、第２のユーザの操作入力に基づいて、所定の処理を実行する
実行ステップと、第１の取得制御ステップの処理により取得が制御された第１の情報、お
よび、第２の取得制御ステップの処理により取得が制御された第２の情報を基に、第１の
ユーザと第２のユーザとが一致するか否かを判断する判断ステップとを含み、第２の取得
ステップの処理では、記録制御ステップの処理により予め記録されている登録ユーザに対
応する第１の合成波と、生成ステップの処理により新たに生成された、ユーザに対応する
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第２の合成波とを比較した比較結果に基づく識別結果を、第２の情報として取得し、実行
ステップの処理では、第１のユーザが登録ユーザであるか否か、並びに、判断ステップの
処理により第１のユーザと第２のユーザとが一致すると判断されるか否かに基づいて、所
定の処理を実行するか否かを判断する処理を情報処理装置のコンピュータに実行させる。
【００６０】
　本発明の個人識別装置および個人識別方法、並びに第１のプログラムにおいては、パル
スが発生され、発生されたパルスが出力され、出力されたパルスがユーザの生体組織に入
力されて、その結果得られるインパルス応答が受信される。また、発生されたパルスと、
受信されたインパルス応答を合成して合成波が生成され、予め生成されている、登録ユー
ザに対応する第１の合成波と、新たに生成された、ユーザに対応する第２の合成波とが比
較され、その較結果に基づいて、ユーザが登録ユーザであるか否かが識別される。
【００６１】
　本発明の第１の情報処理装置および情報処理方法、並びに第２のプログラムにおいては
、ユーザの生体にパルスを入力した結果得られるインパルス応答およびパルスを合成して
生成された合成波が取得され、登録ユーザを識別するための情報と、取得された第１の合
成波が関連付けられて記録され、記録されている登録ユーザに対応する第１の合成波と、
取得された、ユーザに対応する第２の合成波とが比較され、その比較結果に基づいて、ユ
ーザが登録ユーザであるか否かが識別され、その識別結果が出力される。
【００６２】
　本発明の個人識別システムにおいては、第１の情報処理装置で、パルスが発生され、発
生されたパルスが出力され、出力されたパルスがユーザの生体組織に入力されて、その結
果得られるインパルス応答が受信され、発生されたパルスと、受信されたインパルス応答
が合成されて合成波が生成され、生成された合成波が出力され、第２の情報処理装置で、
合成波が取得され、登録ユーザを識別するための情報と、取得された第１の合成波が関連
付けられて記録され、予め記録されている登録ユーザに対応する第１の合成波と、取得さ
れた、ユーザに対応する第２の合成波とが比較され、その比較結果に基づいて、ユーザが
登録ユーザであるか否かが識別され、その識別結果が出力される。
【００６３】
　本発明の第２の情報処理装置および情報処理方法、並びに第３のプログラムにおいては
、操作部に操作入力されたユーザの操作入力に基づいて、所定の処理が実行され、パルス
が発生されて出力され、出力されたパルスをユーザの生体組織に入力した結果得られるイ
ンパルス応答が受信され、発生されたパルスと、受信されたインパルス応答が合成されて
合成波が生成され、登録ユーザを識別するための情報と、生成された第１の合成波とが関
連付けられて記録され、記録されている登録ユーザに対応する第１の合成波と、新たに生
成された、ユーザに対応する第２の合成波とが比較され、その比較結果に基づいて、ユー
ザが登録ユーザであるか否かが識別され、パルスの出力部およびインパルス応答の受信部
は、操作部のユーザにより触れられる箇所に設けられ、識別結果に基づいて、所定の処理
を実行するか否かが判断される。
【００６４】
本発明の情報記録媒体および情報記録媒体の使用者の識別方法、並びに、第４のプログラ
ムにおいては、パルスが発生されて出力され、出力されたパルスをユーザの生体組織に入
力した結果得られるインパルス応答が受信され、発生されたパルスと、受信されたインパ
ルス応答を合成して合成波が生成され、予め生成されている、登録ユーザに対応する第１
の合成波と、新たに生成された、ユーザに対応する第２の合成波とが比較され、その比較
結果に基づいて、ユーザが登録ユーザであるか否かが識別され、パルスの出力部およびイ
ンパルス応答の受信部は、情報記録媒体の表面の、ユーザが所定の装置に情報記録媒体を
装着するために触れる位置に設けられる。
【００６５】
本発明の第３の情報処理装置および情報処理方法、並びに第５のプログラムにおいては、
記録媒体を装着した第１のユーザが登録されているユーザであるか否かを示す第１の情報
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が取得され、操作入力を行った第２のユーザが登録されているユーザであるか否かを示す
第２の情報が取得され、第２のユーザの操作入力に基づいて、所定の処理が実行され、第
１の取得手段により取得された第１の情報、および、第２の取得手段により取得された第
２の情報を基に、第１のユーザと第２のユーザとが一致するか否かが判断され、第１のユ
ーザが登録されているユーザであるか否か、並びに、第１のユーザと第２のユーザとが一
致すると判断されるか否かに基づいて、所定の処理が実行されるか否かが判断される。
【００６６】
【発明の実施の形態】
以下、図を参照して、本発明の実施の形態について説明する。
【００６７】
本発明の第１の実施の形態として、図１に示される、入室管理に用いられる認証処理装置
１について説明する。
【００６８】
認証処理装置１は、ドア２の近傍に設置されている。認証処理装置１は、例えば、接触さ
れたユーザの指などにパルスを当て、骨伝導を含む生体組織へのパルスの伝導により得ら
れるインパルス応答を基に個人識別処理を行い、個人識別結果をドア２のロックを動作さ
せるアクチュエータなどに出力することにより、ドア２の開閉を制御する、すなわち、ド
ア２から入室することができるユーザを認証する処理を行うものである。
【００６９】
図２に、認証処理装置１のブロック図を示す。
【００７０】
パルス発生部１１は、所定の大きさのパルスを発生し、アンプ１２およびデータ合成部１
６に出力する。アンプ１２は、入力されたパルスを増幅し、スピーカ（トランスデューサ
）１３に出力する。
【００７１】
スピーカ１３、およびマイク１４には、ユーザの指などが接触している。スピーカ１３は
、アンプ１２から入力された増幅パルスを出力する（ユーザの指などに当てる）。
【００７２】
スピーカ１３およびマイク１４と、ユーザの指などの接触方法は、認証処理装置の形態、
設置場所などにより、どのような形態をとってもよい。スピーカ１３およびマイク１４は
、例えば図３Ａに示されるように、ユーザの指のうちの２点を、ある一定の距離をおいて
それぞれ接触するようにしても良いし、図３Ｂに示されるように、ユーザの指を挟み込む
ようにしても良い。スピーカ１３およびマイク１４が図３Ａもしくは図３Ｂに示されるよ
うな形状を有する場合、スピーカ１３およびマイク１４の位置を変更することが可能でき
るようにし、スピーカ１３およびマイク１４とユーザの指などの位置を調節することがで
きるようにしてもよい。スピーカ１３およびマイク１４を図３Ａもしくは図３Ｂに示され
るような形状にすることにより、スピーカ１３およびマイク１４とユーザの体の一部を、
しっかりと接触させるようにすることができる。
【００７３】
また、それ以外にも、例えば、図３Ｃに示されるように、スピーカ１３およびマイク１４
が同一平面に並べて備えられるようにし、ユーザの指を、その両方にかかるようにして接
するようにしても良いし、図３Ｄに示されるように、スピーカ１３およびマイク１４をプ
ローブ状に形成して、ユーザの手などのうち、所定の位置に当てるようにしても良い。ス
ピーカ１３およびマイク１４を図３Ｃもしくは図３Ｄに示されるような形状にすることに
より、複雑な位置決めを行うことなく、ユーザの体の一部がスピーカ１３およびマイク１
４に接触するようにすることができる。
【００７４】
なお、スピーカ１３およびマイク１４が一体となって平面状に構成されているスピーカマ
イクを用いて、図３Ｃおよび図３Ｄにおける場合と同様の構成をとるようにすることも可
能である。
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【００７５】
スピーカ１３が発生したパルスは、例えば、指の長さや太さによって決まるマイク１４ま
での伝達距離や、ユーザの肉の厚さ、骨密度などの生体組織の特徴によって異なる減衰特
性をもって伝達され、マイク１４に到達する。
【００７６】
図３においては、ユーザの指や手にスピーカ１３およびマイク１４を接触するものとして
説明しているが、スピーカ１３およびマイク１４は、ユーザの指や手以外の体の部分に接
触するようにしてもよいことは言うまでもない。
【００７７】
マイク１４は、スピーカ１３から出力されたパルスがユーザの指などにあたって、骨を含
む生体組織を伝わることによって得られるインパルス応答の入力を受け、アンプ１５に出
力する。アンプ１５は、入力されたインパルスを増幅してデータ合成処理部１６に出力す
る。
【００７８】
データ合成処理部１６は、パルス発生部１１から入力されたパルス、およびアンプ１５か
ら入力された増幅インパルスを合成して、メモリ１７に出力する。メモリ１７は、入力さ
れた合成波形信号を一時保存し、ユーザ登録の実行時（入力された信号が、認証処理の基
準となるテンプレートである場合）には、テンプレート記録部１８に、認証処理の実行時
（入力された信号が、認証処理を行うための検出データである場合）には、比較判定処理
部２０に、保存している合成波形信号を出力する。
【００７９】
テンプレート記録部１８は、ユーザ登録時に、メモリ１７から合成波形信号を読み込み、
入力部１９から入力された、例えば、ユーザ名やユーザＩＤなどの情報とともに、認証処
理の判定の基準となる信号であるテンプレートとして記録する。テンプレート記録部１８
には、一人の登録ユーザに対して、複数のテンプレートを記録するようにしても良い。複
数のテンプレートが記録されている場合、比較判定処理部２０がそれら全てを用いて認証
処理を行えば、処理時間は長くなるが、認証精度は高くなる。
【００８０】
比較判定処理部２０は、認証処理実行時に、メモリ１７から合成波形信号を読み込み、テ
ンプレート記録部１８に記録されているテンプレートを参照して、入力されたインパルス
応答が、登録ユーザのうちのいずれかのテンプレートと合致するか否かを判定し、判定結
果を出力部２１に出力する。
【００８１】
出力部２１は、判定結果の入力を受け、認証処理結果をドア２のロックを動作させるアク
チュエータなどに出力する。アクチュエータは、入力された判定結果に基づいて、ドア２
を開閉する。
【００８２】
図１においては、認証処理装置１を入室管理に利用している場合について説明しているが
、認証処理装置１は、他の認証処理にも利用することが可能である。その場合、出力部２
１は、認証処理の判定結果を、例えば、テキストとしてディスプレイに出力して表示させ
たり、音声としてスピーカから出力させたり、判定結果に基づいて所定のＬＥＤを点灯、
または消灯させたり、パーソナルコンピュータなどの他の装置に判定結果を出力する。
【００８３】
次に、図４のフローチャートを参照して、認証処理装置１が実行する、骨伝導識別処理に
ついて説明する。
【００８４】
ステップＳ１において、パルス発生部１１は、例えば、図５に示されるようなパルスを発
生し、アンプ１２およびデータ合成処理部１６に出力する。
【００８５】
ステップＳ２において、アンプ１２は、ステップＳ１において発生されたパルスの入力を
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受け、パルスを増幅し、スピーカ１３に出力する。
【００８６】
ステップＳ３において、スピーカ１３は、入力された増幅パルスを出力する。スピーカ１
３とマイク１４には、図３を用いて説明したように、ユーザの指などがそれぞれ接触して
いるので、スピーカ１３から出力された増幅パルスは、ユーザの生体組織を伝導し、マイ
ク１４に到達する。
【００８７】
ステップＳ４において、マイク１４は、ユーザの生体組織からのインパルス応答の入力を
受け、アンプ１５に出力する。
【００８８】
ステップＳ５において、アンプ１５は、インパルスを増幅し、データ合成処理部１６に出
力する。
【００８９】
ステップＳ６において、データ合成処理部１６は、図６に示されるように、増幅されたイ
ンパルスと、発生パルスを合成し、メモリ１７に出力する。インパルスに合成される発生
パルスは、テンプレートと取得データの照合時に時間軸の基準として用いられる。
【００９０】
ステップＳ７において、メモリ１７は、入力された合成波形を保存する。
【００９１】
ステップＳ８において、テンプレート記録部１８および比較判定処理部２０は、認証処理
実行中であるか否かを判断する。
【００９２】
ステップＳ８において、認証処理実行中ではないと判断された場合、ユーザ登録処理の実
行中であるので、ステップＳ９において、テンプレート記録部１８は、メモリ１７から合
成波形を読み込み、入力部１９から入力された、例えば、ユーザ名やユーザＩＤなどのユ
ーザ情報とともに、合成波形テンプレートとして保存し、処理が終了される。
【００９３】
テンプレートとしてテンプレート記録部１８に保存される合成波形は、図７のＡ乃至Ｃに
示されるように、そのユーザによって異なるものとなる。
【００９４】
ステップＳ８において、認証処理実行中であると判断された場合、ステップＳ１０におい
て、比較判定処理部２０は、メモリ１７から合成波形を読み込み、テンプレート記録部１
８に記録されている合成波形テンプレートと比較して、識別処理を実行し、その結果を出
力部２１に出力する。
【００９５】
比較判定処理部２０は、例えば、入力された合成波形と、テンプレート記録部１８に記録
されている合成波形テンプレートとの減衰特性を比較することにより、識別処理を実行す
ることができる。例えば、テンプレート記録部１８に、登録ユーザの合成波形テンプレー
トが２つずつ登録されている場合、比較判定処理部２０は、入力された波形とそれぞれの
テンプレートとの差の二乗平均値を算出する。
【００９６】
図８を用いて、入力された波形とそれぞれのテンプレートとの差の二乗平均値について説
明する。図８に示されるように、異なる登録ユーザのテンプレートの波形と入力された波
形との差の二乗平均値は、非常に大きな値（ここでは、１０の６乗ポイント以上）となる
ので、識別は容易にできる。そして、算出された二乗平均値が所定の数値より小さい値と
なった場合、入力された波形は対応するユーザ（図８の場合は、ユーザＢ）のテンプレー
トと合致するものと判断する。
【００９７】
ステップＳ１１において、出力部２１は、入力された識別結果を、例えば、所定の表示部
、スピーカ、ＬＥＤのドライバ、あるいは他の装置などに出力して、処理が終了される。
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【００９８】
ここでは、得られたインパルス応答と、テンプレート記録部１８に記録されている全ての
テンプレートを比較するものとして説明したが、例えば、認証処理開始時に、個人識別処
理を行うユーザに、入力部１９を用いてユーザＩＤを入力させるようにすることにより、
テンプレート記録部１８から対応するユーザＩＤのテンプレートを抽出するようにし、抽
出されたテンプレートと得られたインパルス応答との差の二乗平均値が所定の閾値より小
さいか否かに基づいて、個人識別処理を実行することにより、処理時間を短縮するように
しても良い。
【００９９】
上述した処理においては、ユーザの識別を、入力波形の減衰特性の比較によって実行した
が、例えば、図９に示されるように、スペクトラム変換部３１を更に設けて、メモリ１７
に保存された合成波形に対して所定の単位時間毎にスペクトラム変換を行い、得られた周
波数特性を用いてユーザの識別を行うようにすることもできる。
【０１００】
なお、図９においては、図２における場合と対応する部分には同一の符号を付してあり、
その説明は適宜省略する（以下、同様）。
【０１０１】
スペクトラム変換部３１は、メモリ１７に保存されている波形を、所定の単位時間毎にス
ペクトラム変換し、得られたスペクトラム変換結果（以下、スペクトラムデータと称する
）をメモリ１７に再度出力する。実行中の処理が、ユーザ登録処理であるか認証処理であ
るかに基づいて、メモリ１７のスペクトラムデータは、テンプレート記録部１８、もしく
は比較判定処理部２０のいずれかに読み込まれる。図１０に、スペクトラムデータの例を
示す。スペクトラムデータは、図１０Ａ乃至Ｃに示されるように、ユーザ毎に異なる特性
を示す。
【０１０２】
そして、認証処理実行時に、比較判定処理部２０は、メモリ１７から読み込んだスペクト
ラムデータと、テンプレートとしてテンプレート記録部１８に記録されているスペクトラ
ムデータとの、例えばスペクトラムの最大値を得る位置や、色分布などを比較することに
よってユーザの識別を行い、識別結果を出力部２１に出力する。
【０１０３】
また、テンプレート記録部１８に、合成波形信号と、スペクトラム変換部３１において変
換されたスペクトラムデータとを、いずれもテンプレートとして登録し、比較判定処理部
２０は、メモリ１７から、合成波形信号と、スペクトラム変換部３１において変換された
スペクトラムデータを読み出して、その両方を比較することにより、識別結果を得ること
も可能である。
【０１０４】
次に、本発明の第２の実施の形態として、図１１に示されるように、認証処理装置４１と
パーソナルコンピュータ４２を用いる場合について説明する。
【０１０５】
認証処理装置４１は、パーソナルコンピュータ４２と接続されており、図１の認証処理装
置１と同様に、図３を用いて説明したように、ユーザが指などを接することができるよう
になされている。パーソナルコンピュータ４２は、認証処理装置４１から入力される信号
を基に、認証処理を実行し、その結果を表示する。
【０１０６】
図１２は、認証処理装置４１の構成を示すブロック図である。
【０１０７】
すなわち、認証処理装置４１は、図２を用いて説明した認証処理装置１のパルス発生部１
１乃至データ合成処理部１６、および、データ合成処理部１６から出力される信号をパー
ソナルコンピュータ４２に出力するための入出力インターフェース５１により構成される
。
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【０１０８】
認証処理装置１のパルス発生部１１乃至データ合成処理部１６の実行する処理は、図２を
用いて説明した場合と同様であり、スピーカ１３およびマイク１４の構成も、図３を用い
て説明した場合と同様であるので、その説明は省略する
【０１０９】
図１３は、パーソナルコンピュータ４２の構成を示すブロック図である。
【０１１０】
ＣＰＵ（Central Processing Unit）６１は、入出力インターフェース６２および内部バ
ス６３を介して、パーソナルコンピュータ４２のユーザが、入力部６４を用いて入力した
各種指令に対応する信号や、ネットワークインターフェース７０を介して、認証処理装置
４１から入力された信号を受け、入力された信号に基づいた各種処理を実行する。
【０１１１】
ＲＯＭ（Read Only Memory）６５は、ＣＰＵ６１が使用するプログラムや演算用のパラメ
ータのうちの基本的に固定のデータを格納する。ＲＡＭ（Random Access Memory）６６は
、ＣＰＵ６１の実行において使用するプログラムやデータ、その実行において適宜変化す
るパラメータなどを格納する。ＣＰＵ６１、ＲＯＭ６５、およびＲＡＭ６６は、内部バス
６３により相互に接続されている。
【０１１２】
内部バス６３は、入出力インターフェース６２とも接続されている。入力部６４は、例え
ば、キーボード、タッチパッド、ジョグダイヤル、あるいはマウスなどからなり、パーソ
ナルコンピュータ４２のユーザがＣＰＵ６１に各種の指令を入力するとき操作される。表
示部６７は、例えば、ＣＲＴ（Cathode Ray Tube）や液晶表示装置などで構成される、各
種情報をテキスト、あるいはイメージなどで表示する。
【０１１３】
ＨＤＤ（hard disk drive）６８は、ハードディスクを駆動し、それらにＣＰＵ６１によ
って実行されるプログラムや情報を記録または再生させる。ドライブ６９には、必要に応
じて磁気ディスク８１、光ディスク８２、光磁気ディスク８３、および半導体メモリ８４
が装着され、データの授受を行う。
【０１１４】
ネットワークインターフェース７０は、認証処理装置４１と接続され、情報の授受を行う
。
【０１１５】
これらの入力部６４乃至ネットワークインターフェース７０は、入出力インターフェース
６２および内部バス６３を介してＣＰＵ６１に接続されている。
【０１１６】
ＣＰＵ６１は、例えば、認証処理装置４１から入力された合成波形をＲＡＭ６６に一時保
存し、必要に応じて、図９を用いて説明したスペクトラム変換部３１と同様の処理により
、ＲＡＭ６６に一時保存されている合成波形を基に、所定の時間単位でスペクトラム変換
を行う。
【０１１７】
ＣＰＵ６１は、ユーザ登録の実行時（入力された信号が、認証処理の基準となるテンプレ
ートである場合）には、ＨＤＤ６８に、入力部６４から入力されたユーザ名やユーザＩＤ
などのユーザ情報とともに、ＲＡＭ６６に一時保存された合成波形、もしくはスペクトラ
ムデータを記録させる。すなわち、ＨＤＤ６８には、例えば、図２および図９を用いて説
明したテンプレート記録部１８に記録されている合成波形、もしくはスペクトラムデータ
のテンプレートと同様のデータが記録される。ＨＤＤ６８にも、一人の登録ユーザに対し
て、複数のテンプレートを記録するようにしても良いことはもちろんである。
【０１１８】
そして、認証処理の実行時（入力された信号が、認証処理を行うための検出データである
場合）において、ＣＰＵ６１は、ＲＡＭ６６に一時保存された合成波形（あるいは、スペ
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クトラムデータ）と、ＨＤＤ６８にテンプレートとして保存している合成波形信号（ある
いは、スペクトラムデータ）とを比較し、入力されたインパルス応答が、登録ユーザのう
ちのいずれかのテンプレートと合致するか否かを判定する。
【０１１９】
そして、ＣＰＵ６１は、判定結果を、内部バス６３および入出力インターフェース６４を
介して、表示部６７に出力して表示させる。
【０１２０】
すなわち、本発明の第２の実施の形態においては、第１の実施の形態におけるメモリ１７
乃至出力部２１が実行する処理と、必要に応じて、スペクトラム変換部３１が実行する処
理とをパーソナルコンピュータ４２において実行させるようにしたものである。
【０１２１】
すなわち、本発明の第２の実施の形態においては、図４のフローチャートを用いて説明し
た処理のうち、ステップＳ７においてメモリ１７が実行する処理をＲＡＭ６６に実行させ
、ステップＳ９においてテンプレート記録部１８が実行する処理をＨＤＤ６８に実行させ
、ステップＳ１０において比較判定処理部２０が実行する処理をＣＰＵ６１に実行させ、
ステップＳ１１において出力部２１が実行する処理を表示部６７に実行させ、図９のスペ
クトラム変換部３１が実行する処理をＣＰＵ３１に実行させるものである。
【０１２２】
なお、第２の実施の形態においては、認証処理装置４１がデータ合成処理部１６を有する
ものとして説明したが、パーソナルコンピュータ４２にパルス発生部１１が発生するパル
スと、アンプ１５が出力する増幅インパルスとを供給し、パーソナルコンピュータ４２の
ＣＰＵ６１が、それらのデータを合成するための演算処理を実行するようにしても良い。
【０１２３】
上述した処理においては、ユーザの生体組織にパルスを当てるものとして説明しているが
、それ以外にも、周波数スリーブ信号をユーザの生体組織に当てることも考えられる。し
かしながら、周波数スリーブ信号を用いた場合、応答信号に対して、時間方向に特性を検
証することが非常に困難となってしまい、更に、識別処理において、ユーザにとって不快
な音が発生してしまうので、周波数スリーブ信号を用いるよりも、パルス信号を用いた方
が望ましい。
【０１２４】
本発明を適用して個人認証処理を実行することにより、情報が漏洩する可能性があるパス
ワードや、模倣される可能性がある指紋情報を個人認証処理に利用する場合と比較して、
模倣され難い生体組織に関係する情報を用いるために確実な認証処理が可能となり、また
、ユーザに複雑な処理を行わせる必要もない。
【０１２５】
また、登録されているテンプレートが漏洩した場合にも、新たにユーザ登録処理を実行す
る、すなわち、漏洩したテンプレートの測定に用いたパルスと異なるパルスに対するイン
パルス応答を測定して新たなテンプレートを記録し、それ以降、新たなパルスを用いて認
証処理を行うようにすれば、認証処理装置やそれに関わるシステムを大幅に変更すること
なく、漏洩したテンプレートのデータを用いる第三者のなり済ましを防ぐことが可能とな
る。
【０１２６】
また、定期的に、全ての登録ユーザに対して、異なるパルスに対するインパルス応答を測
定してユーザ登録処理を行い、テンプレートを定期的に更新するようにすることにより、
セキュリティを一層強化することも可能となる。
【０１２７】
また、上述した個人認証処理を応用して、さまざまな機器の使用者の個人認証を行うよう
にすることができる。以下、その具体例について述べる。
【０１２８】
図１４は、本発明を適用した、リモートコマンダ１０１の外観を示す図である。リモート
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コマンダ１０１は、ユーザの操作入力を受け、例えば、テレビジョン受像機、カセットテ
ープデッキ、チューナ、エアコンなどに、ユーザの操作を示す信号を、赤外線を用いて送
信するものである。ここでは、テレビジョン受像機に、ユーザの操作を示す信号を赤外線
を用いて送信するものとして説明する。
【０１２９】
リモートコマンダ１０１には、電源ボタン１１１、ボリュームアップダウンボタン１１２
、チャンネルアップダウンボタン１１３、および、ボタン群１１４が備えられている。
【０１３０】
電源ボタン１１１は、テレビジョン受像機の電源をＯＮＮ／ＯＦＦする操作を行うために
押下されるものである。ボリュームアップダウンボタン１１２は、出力される音声のボリ
ュームを調整するために押下されるものである。チャンネルアップダウンボタン１１３は
、視聴するチャンネルを選択するために押下されるものである。ボタン群１１４は、視聴
するチャンネルを、チャンネル番号で直接選択したり、その他の操作入力を行うために押
下されるものである。
【０１３１】
リモートコマンダ１１１の電源ボタン１１１、もしくは、電源ボタン１１１、ボリューム
アップダウンボタン１１２、チャンネルアップダウンボタン１１３、および、ボタン群１
１４の表面（すなわち、ユーザの指が触れる部分）には、上述したスピーカ１３およびマ
イク１４の両方の機能を有するスピーカマイクが設けられている。
【０１３２】
図１５は、リモートコマンダ１０１の内部構成を示すブロック図である。
【０１３３】
操作入力部１２１は、ユーザによって、電源ボタン１１１、ボリュームアップダウンボタ
ン１１２、チャンネルアップダウンボタン１１３、または、ボタン群１１４のいずれかが
操作された場合、その操作内容を示す信号を、制御部１２３に供給する。また、電源ボタ
ン１１１、もしくは、電源ボタン１１１、ボリュームアップダウンボタン１１２、チャン
ネルアップダウンボタン１１３、および、ボタン群１１４の表面には、スピーカマイク１
３１が設けられている。スピーカマイク１３１は、認証処理部１２２から供給された、増
幅されたパルスを出力し、パルスがユーザの指などにあたって、骨を含む生体組織を伝わ
ることによって得られるインパルス応答の入力を受け、認証処理部１２２に出力する。
【０１３４】
認証処理部１２２は、スピーカマイク１３１から出力されるパルスを生成し、操作入力部
１２１のスピーカマイク１３１に供給するとともに、スピーカマイク１３１から入力され
るインパルス応答を基に、操作を行っているのは、登録されたユーザであるか否かを示す
識別結果を、制御部１２３に出力する。
【０１３５】
図１６は、認証処理部１２２の更に詳細な構成を示すブロック図である。なお、図２にお
ける場合と対応する部分には同一の符号を付してあり、その説明は適宜省略する。すなわ
ち、図１６に示される認証処理部１２２は、スピーカ１３、マイク１４、および出力部２
１が省略され、入力部１８に代わって、制御部１２３と情報を授受する入出力インターフ
ェース１４１が備えられている以外は、基本的に、図２を用いて説明した、認証処理装置
１と同様の構成を有するものである。
【０１３６】
入出力インターフェース１４１は、ユーザの登録に必要な情報の入力を受けて、テンプレ
ート記憶部１８に出力したり、比較判定処理部２０から、比較判定結果の入力を受けて、
識別結果として、制御部１２３に供給する。また、テンプレート記録部１８には、リモー
トコマンダ１０１を用いて、全てのチャンネルを選択することができるユーザを認証する
場合の判定の基準となる信号が記録されている。
【０１３７】
また、図１７は、認証処理部１２２の、図１６を用いて説明した場合と異なる構成例を示
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すブロック図である。なお、図９における場合と対応する部分には同一の符号を付してあ
り、その説明は適宜省略する。すなわち、図１６に示される認証処理部１２２は、スピー
カ１３、マイク１４、および出力部２１が省略され、入力部１８に代わって、制御部１２
３と情報を授受する入出力インターフェース１４１が備えられている以外は、基本的に、
図９を用いて説明した、認証処理装置１と同様の構成を有するものである。
【０１３８】
制御部１２３は、基本的には、操作入力部１２１から供給されたユーザの操作入力を示す
信号を、赤外線通信部１２４を介して、テレビジョン受像機に送信する処理を実行するが
、認証処理部１２２から、操作を行っているのは登録されたユーザではないという判断結
果が入力された場合、例えば、操作入力部１２１の所定のボタンを操作無効としたり、操
作入力部１２１に入力される操作によらす、所定のチャンネルを選択不可としたり、ある
いは、全ての操作入力を無効とすることなどの利用制限を行う。
【０１３９】
電源ボタン１１１にのみスピーカマイク１３１を設けることにより、装置の構成は簡略化
することができるが、登録ユーザが電源を切り忘れた状態で、登録されていないユーザが
操作入力してしまう恐れがある。一方、電源ボタン１１１、ボリュームアップダウンボタ
ン１１２、チャンネルアップダウンボタン１１３、および、ボタン群１１４の全てにスピ
ーカマイク１３１を設けることにより、電源ボタン１１１にのみスピーカマイク１３１を
設ける場合より、装置の構成は複雑になるが、登録されていないユーザによる操作入力を
全て検出して、利用制限を行うことができる。
【０１４０】
図１８のフローチャートを参照して、リモートコマンダ１０１が実行するユーザ識別処理
１について説明する。ここでは、ユーザがリモートコマンダ１０１を用いてテレビジョン
受像機を操作するものとして説明する。
【０１４１】
ステップＳ３１において、図４のフローチャートを用いて説明した骨伝導識別処理が実行
される。ただし、ステップＳ３１においては、図４のフローチャートを用いて説明した場
合にスピーカ１３またはマイク１４が実行した処理を、スピーカマイク１３１が実行する
ものとする。また、比較判定処理部２０は、識別結果を、出力部２１に代わって、入出力
インターフェース１４１に出力し、出力部２１に代わって、入出力インターフェース１４
１が、入力された識別結果を制御部１２３に出力する。
【０１４２】
ステップＳ３２において、制御部１２３は、認証処理部１２２から識別結果の供給を受け
たか否かを判断する。ステップＳ３２において、認証処理部１２２から識別結果の供給を
受けていないと判断された場合、処理は、ステップＳ３１に戻り、それ以降の処理が繰り
返される。
【０１４３】
ステップＳ３２において、認証処理部１２２から識別結果の供給を受けたと判断された場
合、ステップＳ３３において、制御部１２３は、認証処理部１２２から供給された識別結
果を基に、操作入力を行ったのは、登録ユーザであるか否かを判断する。
【０１４４】
ステップＳ３３において、操作入力を行ったのは、登録ユーザであると判断された場合、
ステップＳ３４において、制御部１２３は、全てのチャンネルを選択可能状態であるもの
として、操作入力部１２１から供給されたユーザの操作入力を示す信号を基に、赤外線通
信部１２４を介して、テレビジョン受像機に制御信号を送信し、処理は、ステップＳ３１
に戻り、それ以降の処理が繰り返される。
【０１４５】
ステップＳ３３において、操作入力を行ったのは、登録ユーザではないと判断された場合
、ステップＳ３５において、制御部１２３は、所定のチャンネルを選択不可状態であるも
のとして、例えば、ボタン群１１４の所定のボタンを操作無効としたり、チャンネルアッ
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プダウンボタン１１３を用いてチャンネルが選択された場合においても、所定のチャンネ
ルを選択するための制御信号は、赤外線通信部１２４を介して、テレビジョン受像機に送
信しないものとして、処理は、ステップＳ３１に戻り、それ以降の処理が繰り返される。
【０１４６】
図１８のフローチャートを用いて説明した処理により、予め登録されたユーザ以外は、リ
モートコマンダ１０１を用いて、所定のチャンネルを選択することができなくなるので、
例えば、家庭内で、複数のユーザが利用するテレビジョン受像機とそのリモートコマンダ
において、大人のみをリモートコマンダに登録しておくことにより、子供に視聴させたく
ないチャンネルを、子供が選択することができないようにしつつ、他の操作入力は可能で
あるようにすることができる。
【０１４７】
なお、ここでは、登録されていないユーザは、特定のチャンネルのみを選択できないよう
にする場合について説明したが、登録されていないユーザには、リモートコマンダによる
操作入力が全くできないようにすることも可能である。
【０１４８】
更に、予め登録しておくデータに、年齢等の情報を含ませるようにすることにより、登録
されていないユーザには、リモートコマンダによる操作入力が全くできないようにし、か
つ、登録されたユーザであっても、未成年であると識別されたら、特定のボタン操作のみ
を無効にするなどして、特定のチャンネルのみを選択できないようにする等の利用制限を
かけることが可能となる。
【０１４９】
また、テレビジョン受像機などに、個人にカスタマイズされた番組表を予め登録したり、
予約録画リストを登録することができるような場合、リモートコマンダ１０１を用いた個
人識別を適用して、登録されたユーザ毎の番組表の表示、あるいは、予約録画リストを自
動的に選択して表示させたり、他のユーザには参照することができないようにすることが
可能となる。
【０１５０】
図１８のフローチャートを用いて説明した処理においては、リモートコマンダ１０１を用
いてテレビジョン受像機に対して操作入力する場合について説明したが、リモートコマン
ダ１０１は、他の装置を遠隔操作するものであってもかまわないことは言うまでもない。
例えば、エアコンを遠隔操作するリモートコマンダに本発明を適用して、子供が操作入力
できないようにすることにより、いたずらを防いだり、登録されたユーザ以外は、所定の
温度範囲外に温度を調節することができないようにすることにより、お年寄りが操作を誤
ることにより、エアコンの設定温度を、異常に低い、あるいは高い温度にしてしまうこと
を防ぐことなどが可能となる。
【０１５１】
また、本発明は、リモートコマンダ１０１のみでなく、リモートコマンダ１０１により遠
隔操作される機器や、その機器で用いられる記録媒体などにも適用することが可能である
。特に、リモートコマンダ１０１により遠隔操作される機器に、リモートコマンダ１０１
以外で操作入力可能なボタンやキーが設けられている場合、機器側にも本発明を適用する
ことが望ましい。
【０１５２】
図１９は、本発明を適用したビデオデータの記録再生システムについて説明するための図
である。
【０１５３】
カセットテープデッキ１５１は、例えば、テレビジョン受像機やチューナなどと接続され
、リモートコマンダ１０１、もしくは、操作パネル１６１を用いてユーザが入力した操作
を基に、ビデオカセットテープ装着口１６２に装着されたビデオカセットテープ（本発明
を適用したビデオカセットテープ１５２－１乃至１５２－３、または、図示しない従来の
ビデオカセットテープ）に記録されているデータを再生して、テレビジョン受像機に出力
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して表示させたり、テレビジョン受像機、またはチューナから供給されたデータを、装着
されているビデオカセットテープ（本発明を適用したビデオカセットテープ１５２－１乃
至１５２－３、または、図示しない従来のビデオカセットテープ）に記録させる。操作パ
ネル１６１の、ユーザが操作のために触れる箇所には、スピーカマイク１３１が設けられ
ている。
【０１５４】
カセットテープデッキ１５１は、従来のビデオカセットテープに対しても、従来どおり、
記録または再生を行うことができるが、図２１を用いて後述する認証処理部２０１、また
は図２２を用いて後述する認証処理部２２１を備えたビデオカセットテープ１５２－１、
図２３を用いて後述する認証処理部２３１を備えたビデオカセットテープ１５２－２、あ
るいは、利用可能ユーザのユーザＩＤを記録したタグ１７４を備えたビデオカセットテー
プ１５２－３を装着された場合、ユーザ識別処理を実行する。
【０１５５】
図２１を用いて後述する認証処理部２０１、もしくは図２２を用いて後述する認証処理部
２２１を備えたビデオカセットテープ１５２－１には、その表面全体に、スピーカマイク
１３１が備えられて、ユーザがどの部分に触れても、スピーカマイク１３１に触れるよう
になされており、表示部１７１と、接続端子１７２が設けられている。図２３を用いて後
述する認証処理部２３１を備えたビデオカセットテープ１５２－２には、その表面全体に
、スピーカマイク１３１が備えられ、接続端子１７３が設けられている。ビデオカセット
テープ１５２－３には、利用可能ユーザのユーザＩＤを記録したタグ１７４が設けられて
いる。
【０１５６】
以下、図２１を用いて後述する認証処理部２０１、もしくは図２２を用いて後述する認証
処理部２２１を備えたビデオカセットテープ１５２－１を、タイプＡのビデオカセットテ
ープ、図２３を用いて後述する認証処理部２３１を備えたビデオカセットテープ１５２－
２を、タイプＢのビデオカセットテープ、利用可能ユーザのユーザＩＤを記録したタグ１
７４が設けられているビデオカセットテープ１５２－３を、タイプＣのビデオカセットテ
ープと称するものとする。
【０１５７】
図２０は、カセットテープデッキ１５１の内部構成を示すブロック図である。
【０１５８】
制御部１８１は、カセットテープデッキ１５１の動作を制御するものであり、例えば、ビ
デオカセットテープが装着された場合、入出力インターフェース１８７から供給される信
号を基に、装着されたビデオカセットテープは、図１９を用いて説明したビデオカセット
テープ１５２－１乃至ビデオカセットテープ１５２－３のいずれかであるか、あるいは、
個人識別機能を有さない従来のビデオカセットテープであるかを判断し、必要に応じて、
入出力インターフェース１８７から、識別結果、合成波形データ、あるいは、タグ１７４
に記録されているユーザＩＤなどを取得する。制御部１８１は、認証処理部１２２から供
給される識別結果に基づいて、メディア駆動部１８４を制御して、装着されたビデオカセ
ットテープを排出させたり、記録再生部１８５および記録再生データ入出力部１８６を制
御して、装着されたビデオカセットテープに対して、データの記録、あるいは、再生を行
う。
【０１５９】
認証処理部１２２は、図１６または図１７を用いて説明した認証処理部１２２と、基本的
に同一の構成を有するものであり、入出力インターフェース１８７を介して、識別結果、
合成波形データ、あるいは、タグ１７４に記録されているユーザＩＤなどの供給を受け、
操作入力部１８３のスピーカマイク１３１から、インパルス応答の入力を受けるか、ある
いは、赤外線受信部１８２を介して、リモートコマンダ１０１から、識別結果の入力を受
け、装着されたビデオカセットテープにデータを記録、あるいは再生する処理を実行して
も良いか否かを判断し、その結果を制御部１８１に供給する。
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【０１６０】
また、認証処理部１２２のテンプレート記録部１８は、ビデオカセットテープ１５２－１
またはビデオカセットテープ１５２－２を装着されたときのみ認証処理を実行するように
なされている場合、ユーザを認証する場合の判定の基準となる信号を予め記録していない
ものとし、ビデオカセットテープ１５２－３を装着されたときに認証処理を実行するよう
になされている場合、ユーザを認証する場合の判定の基準となる信号を予め記録している
ものとする。
【０１６１】
赤外線受信部１８２は、リモートコマンダ１０１から、赤外線を利用して送信された識別
結果およびユーザの操作入力を示す信号を受信し、識別結果を認証処理部１２２に、ユー
ザの操作入力を示す信号を制御部１８１に、それぞれ供給する。
【０１６２】
操作入力部１８３は、操作パネル１６１を用いてユーザが入力した操作を示す信号を、制
御部１８１に供給するとともに、認証処理部１２２から、増幅パルス信号の入力を受けて
、スピーカマイク１３１からユーザの指などに出力し、かつ、スピーカマイク１３１によ
りインパルス応答の入力を受け、認証処理部１２２に出力する。
【０１６３】
入出力インターフェース１８７は、ビデオカセットテープ１５２－１を装着されたときの
接続端子１７２の位置、ビデオカセットテープ１５２－２を装着されたときの接続端子１
７３の位置、あるいは、デオカセットテープ１５２－３を装着されたときのタグ１７４の
位置に、接続端子を有しており、識別結果、合成波形データ、あるいは、タグ１７４に記
録されているユーザＩＤなどを取得したり、後述する認証処理部２０１、認証処理部２２
１、あるいは、認証処理部２３１のテンプレート記録部１８に記録されているテンプレー
トデータを取得することが可能である。
【０１６４】
メディア駆動部１８４は、制御部１８１の制御に基づいて、ビデオカセットテープ装着口
１６２に装着されたビデオカセットテープを、記録再生部１８５によって記録再生処理を
行うことができる位置に搬送したり、ビデオカセットテープ装着口１６２からユーザが取
り出すことができる位置に搬送する。
【０１６５】
記録再生部１８５は、ビデオカセットテープからデータを読み込む、あるいは、データを
書き込むための磁気ヘッドを有し、ビデオカセットテープから読み込んだデータを、記録
再生データ入出力部１８６から外部に出力して再生させたり、記録再生データ入出力部１
８６から入力されたデータを、ビデオカセットテープに記録する。
【０１６６】
記録再生データ入出力部１８６は、例えば、テレビジョン受像機や、チューナなどからデ
ータの入力を受けて、記録再生部１８５に供給して装着されているビデオカセットテープ
に記録させたり、記録再生部１８５によって読み取られたデータの入力を受けて、例えば
、テレビジョン受像機や、ディスプレイなどに出力して再生させる。
【０１６７】
図２１は、ビデオカセットテープ１５２－１に備えられている認証処理部２０１の構成を
示すブロック図である。なお、図２における場合と対応する部分には同一の符号を付して
あり、その説明は適宜省略する。すなわち、図２１に示される認証処理部２０１は、スピ
ーカ１３およびマイク１４に代わって、スピーカマイク１３１が、出力部２１に代わって
、表示部１７１が、入力部１８に代わって、カセットテープデッキ１５１の入出力インタ
ーフェース１８７と情報を授受する入出力インターフェース１４１が備えられている以外
は、基本的に、図２を用いて説明した、認証処理装置１と同様の構成を有するものである
。入出力インターフェース１４１は、接続端子１７２により、カセットテープデッキ１５
１の入出力インターフェース１８７と接続され、情報を授受することができる。
【０１６８】
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表示部１７１は、例えば、液晶パネルやＬＥＤなどにより構成され、識別結果をユーザに
通知するためのメッセージを表示する。ユーザは、表示部１７１に表示されるメッセージ
を確認することにより、自分が、ビデオカセットテープ１５２－１に記録されているデー
タを再生可能か否か、あるいは、ビデオカセットテープ１５２－１にデータを記録するこ
とが可能か否かを認知することができる。また、テンプレート記録部１８には、ビデオカ
セットテープ１５２－１からデータを再生する、または、ビデオカセットテープ１５２－
１にデータを記録することができるユーザを認証する場合の判定の基準となる信号が記録
されている。
【０１６９】
図２２は、ビデオカセットテープ１５２－１に備えられている、図２１における場合とは
異なる認証処理部２２１の構成を示すブロック図である。なお、図９における場合と対応
する部分には同一の符号を付してあり、その説明は適宜省略する。すなわち、図２２に示
される認証処理部２２１は、スピーカ１３およびマイク１４に代わって、スピーカマイク
１３１が、出力部２１に代わって、表示部１７１が、入力部１８に代わって、カセットテ
ープデッキ１５１の入出力インターフェース１８７と情報を授受する入出力インターフェ
ース１４１が備えられている以外は、基本的に、図９を用いて説明した、認証処理装置１
と同様の構成を有するものである。入出力インターフェース１４１は、接続端子１７２に
より、カセットテープデッキ１５１の入出力インターフェース１８７と接続され、情報を
授受することができる。
【０１７０】
表示部１７１は、識別結果をユーザに通知するためのメッセージを表示する。ユーザは、
表示部１７１に表示されるメッセージを確認することにより、自分が、ビデオカセットテ
ープ１５２－１に記録されているデータを再生可能か否か、あるいは、ビデオカセットテ
ープ１５２－１にデータを記録することが可能か否かを認知することができる。また、テ
ンプレート記録部１８には、ビデオカセットテープ１５２－１からデータを再生する、ま
たは、ビデオカセットテープ１５２－１にデータを記録することができるユーザを認証す
る場合の判定の基準となる信号を記録している。
【０１７１】
図２３は、ビデオカセットテープ１５２－２に備えられている認証処理部２３１の構成を
示すブロック図である。なお、図１２における場合と対応する部分には同一の符号を付し
てあり、その説明は適宜省略する。すなわち、図２３に示される認証処理部２３１は、ス
ピーカ１３およびマイク１４に代わって、スピーカマイク１３１が備えられ、メモリ１７
およびテンプレート記憶部１８が新たに備えられている以外は、基本的に、図１２を用い
て説明した、認証処理装置４１と同様の構成を有するものである。
【０１７２】
すなわち、ビデオカセットテープ１５２－２は、識別処理に必要な、発生パルスとインパ
ルス応答との合成波形を取得し、カセットテープレコーダ１５１に供給するものである。
入出力インターフェース１４１は、接続端子１７３により、カセットテープデッキ１５１
の入出力インターフェース１８７と接続され、情報を授受することができる。また、テン
プレート記録部１８には、ビデオカセットテープ１５２－２からデータを再生する、また
は、ビデオカセットテープ１５２－２にデータを記録することができるユーザを認証する
場合の判定の基準となる信号を記録している。
【０１７３】
ここでは、カセットテープデッキ１５１の入出力インターフェース１８７と、ビデオカセ
ットテープ１５２－１の認証処理部２０１または認証処理部２２１、ビデオカセットテー
プ１５２－２の認証処理部２３１、あるいは、ビデオカセットテープ１５２－３のタグ１
７４とは、電気的な接触によって情報を授受するものとして説明したが、情報の授受は、
例えば、電磁誘導を利用した非接触での通信や、その他の方法による無線通信により行う
ようにしてもよいことは言うまでもない。
【０１７４】



(37) JP 4239512 B2 2009.3.18

10

20

30

40

50

ビデオカセットテープ１５２－１またはビデオカセットテープ１５２－２は、ユーザの手
により、カセットテープデッキ１５１のビデオカセットテープ装着口１６２に装着される
。すなわち、ビデオカセットテープ１５２－１またはビデオカセットテープ１５２－２に
おいては、その表面に設けられたスピーカマイク１３１に触れたユーザに対するユーザ認
識処理を実行する。
【０１７５】
ビデオカセットテープ１５２－１は、図４のフローチャートを用いて説明した骨伝導識別
処理と同様の処理を実行する。ただし、図４のフローチャートを用いて説明した場合にス
ピーカ１３またはマイク１４が実行した処理を、スピーカマイク１３１が実行するものと
する。また、比較判定処理部２０は、識別結果を、出力部２１に代わって、入出力インタ
ーフェース１４１および表示部１７１に出力し、ステップＳ１１では、出力部２１に代わ
っておよび表示部１７１が、入力された識別結果を表示して、ユーザに通知する。ユーザ
は、表示部１７１に表示された、例えば、『このデータは、登録ユーザにのみ再生可能で
す』などのメッセージを確認して、自分がビデオカセットテープ１５２－１のデータを視
聴できないことなどを認知することができる。
【０１７６】
次に、図２４のフローチャートを参照して、ビデオカセットテープ１５２－２の認証処理
部２３１が実行する、ユーザ識別処理について説明する。
【０１７７】
ステップＳ５１乃至ステップＳ５７において、図４のフローチャートを用いて説明した骨
伝導識別処理のステップＳ１乃至ステップＳ７と同様の処理が実行され、処理が終了され
る。ただし、図４のフローチャートを用いて説明した場合にスピーカ１３またはマイク１
４が実行した処理を、スピーカマイク１３１が実行するものとする。すなわち、認証処理
部２３１において、増幅パルスがスピーカマイク１３１から出力されて、ユーザの指など
によるインパルス応答信号が取得され、増幅されたインパルスと発生パルスとの合成波形
が、メモリ１７に保存される。
【０１７８】
次に、図２５のフローチャートを参照して、リモートコマンダ１０１が実行するユーザ識
別処理２について説明する。
【０１７９】
ステップＳ７１において、図４のフローチャートを用いて説明した骨伝導識別処理が実行
される。ただし、ステップＳ７１においては、図４のフローチャートを用いて説明した場
合にスピーカ１３またはマイク１４が実行した処理を、スピーカマイク１３１が実行する
ものとする。また、比較判定処理部２０は、識別結果を、出力部２１に代わって、入出力
インターフェース１４１に出力し、出力部２１に代わって、入出力インターフェース１４
１が、入力された識別結果を制御部１２３に出力する。
【０１８０】
ステップＳ７２において、制御部１２３は、認証処理部１２２から識別結果の供給を受け
たか否かを判断する。ステップＳ７２において、認証処理部１２２から識別結果の供給を
受けていないと判断された場合、処理は、ステップＳ７１に戻り、それ以降の処理が繰り
返される。
【０１８１】
ステップＳ７２において、認証処理部１２２から識別結果の供給を受けたと判断された場
合、ステップＳ７３において、制御部１２３は、赤外線通信部１４２を介して、識別結果
を、カセットテープデッキ１５１に送信し、処理は、ステップＳ７１に戻り、それ以降の
処理が繰り返される。
【０１８２】
次に、図２６および図２７のフローチャートを参照して、タイプＡもしくはタイプＢのビ
デオカセットテープを装着されて、ユーザ識別処理を実行するカセットテープデッキ１５
１のユーザ識別処理１について説明する。
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【０１８３】
ステップＳ８１において、制御部１８１は、ビデオカセットテープ装着口１６２にビデオ
カセットテープが装着されたか否かを判断する。ステップＳ８１において、ビデオカセッ
トテープが装着されていないと判断された場合、ビデオカセットテープが装着されたと判
断されるまで、ステップＳ８１の処理が繰り返される。
【０１８４】
ステップＳ８１において、ビデオカセットテープが装着されたと判断された場合、ステッ
プＳ８２において、制御部１８１は、装着されたのはＡタイプのビデオカセットテープ、
すなわち、図１９を用いて説明したビデオカセットテープ１５２－１であるか否かを判断
する。
【０１８５】
ステップＳ８２において、装着されたのはＡタイプのビデオカセットテープであると判断
された場合、ステップＳ８３において、認証処理部１２２は、入出力インターフェース１
８７を介して、ビデオカセットテープ１５２－１から識別結果を取得する。
【０１８６】
ステップＳ８４において、認証処理部１２２は、ビデオカセットテープ１５２－１から取
得した識別結果を基に、ビデオカセットテープ１５２－１を装着したユーザは、登録され
たユーザであるか否かを判断する。ステップＳ８４において、登録されたユーザではない
と判断された場合、処理は、後述するステップＳ９６に進む。
【０１８７】
ステップＳ８４において、登録されたユーザであると判断された場合、ステップＳ８５に
おいて、認証処理部１２２は、入出力インターフェース１８７を介して、ビデオカセット
テープ１５２－１の認証処理部２０１、または、認証処理部２２１のテンプレート記録部
１８に登録されているテンプレートを取得する。
【０１８８】
ステップＳ８２において、装着されたのはＡタイプのビデオカセットテープではないと判
断された場合、ステップＳ８６において、制御部１８１は、装着されたのはＢタイプのビ
デオカセットテープ、すなわち、図１９を用いて説明したビデオカセットテープ１５２－
２であるか否かを判断する。ステップＳ８６において、装着されたのはＢタイプのビデオ
カセットテープではないと判断された場合、装着されたのは、従来の、ユーザ識別機能を
有さないビデオカセットテープであるので、処理は、後述するステップＳ９５に進む。
【０１８９】
ステップＳ８６において、装着されたのはＢタイプのビデオカセットテープであると判断
された場合、ステップＳ８７において、認証処理部１２２は、入出力インターフェース１
８７を介して、ビデオカセットテープ１５２－２から、図２４のステップＳ５７において
保存された、合成波形を取得する。
【０１９０】
ステップＳ８８において、認証処理部１２２は、入出力インターフェース１８７を介して
、ビデオカセットテープ１５２－２の認証処理部２３１のテンプレート記録部１８に登録
されているテンプレートを取得する。
【０１９１】
ステップＳ８９において、認証処理部１２２は、図４のステップＳ１０の処理と同様にし
て、取得した合成波形とテンプレートとを比較して、識別処理を行う。
【０１９２】
ステップＳ９０において、認証処理部１２２は、ステップＳ８９で実行された識別処理の
結果に基づいて、ビデオカセットテープ１５２－２を装着したユーザは、登録されたユー
ザであるか否かを判断する。ステップＳ８４において、登録されたユーザではないと判断
された場合、処理は、後述するステップＳ９６に進む。
【０１９３】
ステップＳ８５の処理の終了後、もしくは、ステップＳ９０において、登録されたユーザ
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であると判断された場合、ステップＳ９１において、認証処理部１２２は、赤外線受信部
１８２から供給される信号を基に、リモートコマンダ１０１から、図２５のステップＳ７
３において送信された識別結果を受信したか否かを判断する。
【０１９４】
ステップＳ９１において、識別結果を受信していないと判断された場合、ステップＳ９２
において、認証処理部１２２は、操作入力部１８３のスピーカマイク１３１から、インパ
ルス応答の供給を受けたか否かを判断する。ステップＳ９２において、インパルス応答の
供給を受けていないと判断された場合、処理は、ステップＳ９１に戻り、それ以降の処理
が繰り返される。
【０１９５】
ステップＳ９２において、インパルス応答の供給を受けたと判断された場合、ステップＳ
９３において、図４のフローチャートを用いて説明した骨伝導識別処理が実行される。
【０１９６】
ステップＳ９１において、識別結果を受信したと判断された場合、もしくは、ステップＳ
９３の処理の終了後、ステップＳ９４において、認証処理部１２２は、ビデオカセットテ
ープ１５２－１、または、ビデオカセットテープ１５２－２による識別結果と、リモート
コマンダ１０１から受信した識別結果、もしくはカセットテープデッキ１５１でのステッ
プＳ９３における識別結果が同一であるか、すなわち、ビデオカセットテープ１５２－１
、または、ビデオカセットテープ１５２－２を装着したユーザと、カセットテープデッキ
１５１を操作したユーザが同一人物であるか否かを判断する。
【０１９７】
ステップＳ８６において、装着されたのはＢタイプのビデオカセットテープではないと判
断された場合、もしくは、ステップＳ９４において、識別結果が同一であると判断された
場合、ステップＳ９５において、認証処理部１２２は、認証処理が行われていない、また
は、正しく終了したことを制御部１８１に通知する。制御部１８１は、記録再生部１８５
を制御して、ビデオカセットテープ１５２－１、または、ビデオカセットテープ１５２－
２に対する記録再生処理を実行して、処理が終了される。
【０１９８】
ステップＳ８４において、登録されたユーザではないと判断された場合、ステップＳ９０
において、登録されたユーザではないと判断された場合、もしくは、ステップＳ９４にお
いて、識別結果が同一ではないと判断された場合、ステップＳ９６において、認証処理部
１２２は、認証処理が失敗したことを制御部１８１に通知する。制御部１８１は、メディ
ア駆動部１８４を制御して、ビデオカセットテープ装着口１６２に装着されているビデオ
カセットテープ１５２－１、または、ビデオカセットテープ１５２－２を排出させて、処
理が終了される。
【０１９９】
図２６および図２７のフローチャートを用いて説明した処理により、ＡタイプまたはＢタ
イプのビデオカセットテープに触れたユーザは、そのビデオカセットテープに対する記録
再生処理が可能なユーザとして、登録されているユーザであるか否かが判断され、カセッ
トテープデッキ１５１を操作したユーザは、装着されたビデオカセットテープに対する記
録再生処理が可能なユーザとして、登録されているユーザであるか否かが判断され、更に
、ＡタイプまたはＢタイプのビデオカセットテープに触れたユーザと、カセットテープデ
ッキ１５１を操作したユーザとが、同一のユーザであるか否かが判断される。
【０２００】
そして、登録されたユーザによりカセットテープデッキ１５１にＡタイプまたはＢタイプ
のビデオカセットテープが装着されて、ＡタイプまたはＢタイプのビデオカセットテープ
を装着したユーザと同一のユーザからカセットテープデッキ１５１が操作された場合にの
み、そのビデオカセットテープに対する記録再生処理が実行されて、そうではない場合に
は、タイプまたはＢタイプのビデオカセットテープがカセットテープデッキ１５１から自
動的に排出される。
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【０２０１】
したがって、不正なユーザにより、ビデオカセットテープ１５１－１またはビデオカセッ
トテープ１５１－２からデータが再生されるか、もしくは、ビデオカセットテープ１５１
－１またはビデオカセットテープ１５１－２にデータが記録される（場合によれば、予め
記録されていたデータが上書きされてしまう）ことを防ぐようにすることができる。
【０２０２】
これに対して、スピーカマイク１３１を有さないで、タグ１７４を有するタイプＣのビデ
オカセットテープ１５２－３が、カセットテープデッキ１５１に装着されて、ユーザ識別
処理が実行される場合、上述した場合より、簡略化された識別処理が行われる。
【０２０３】
次に、図２８のフローチャートを参照して、タイプＣのビデオカセットテープを装着され
て、ユーザ識別処理を実行するカセットテープデッキ１５１のユーザ識別処理２について
説明する。このとき、カセットテープデッキ１５１の認証処理部１２２のテンプレート記
憶部１８には、タイプＣのビデオカセットテープ１５２－３を利用可能なユーザのユーザ
ＩＤなどとともに、ユーザを識別する基準となる信号が記録されているものとする。
【０２０４】
ステップＳ１１１において、認証処理部１２２は、入出力インターフェース１８７を介し
て、ビデオカセットテープ装着口１６２に装着されているビデオカセットテープ１５２－
３のタグ１７４から、ユーザＩＤを取得する。
【０２０５】
ステップＳ１１２乃至ステップＳ１１４において、図２７を用いて説明した、ステップＳ
９１乃至ステップＳ９３と同様の処理が実行される。すなわち、リモートコマンダ１０１
から識別結果を受信するか、操作入力部１８３のスピーカマイク１３１からインパルス応
答の供給を受けるまで、ステップＳ１１２およびステップＳ１１３の処理が繰り返されて
、インパルス応答の供給を受けた場合、図４のフローチャートを用いて説明した、骨伝導
識別処理が実行される。
【０２０６】
ステップＳ１１５において、認証処理部１２２は、リモートコマンダ１０１から受信した
識別結果、もしくはカセットテープデッキ１５１でのステップＳ１１４における識別結果
は、ステップＳ１１１において取得された、タグ１７４に登録されているユーザＩＤと一
致するか否かを判断する。
【０２０７】
ステップＳ１１５において、識別結果は、タグ１７４に登録されているユーザＩＤと一致
すると判断された場合、ステップＳ１１６において、認証処理部１２２は、認証処理が正
しく終了したことを制御部１８１に通知する。制御部１８１は、記録再生部１８５を制御
して、ビデオカセットテープ１５２－３に対する記録再生処理を実行して、処理が終了さ
れる。
【０２０８】
ステップＳ１１５において、識別結果は、タグ１７４に登録されているユーザＩＤと一致
しないと判断された場合、ステップＳ１１７において、認証処理部１２２は、認証処理が
失敗したことを制御部１８１に通知する。制御部１８１は、メディア駆動部１８４を制御
して、ビデオカセットテープ装着口１６２に装着されているビデオカセットテープ１５２
－３を排出させて、処理が終了される。
【０２０９】
図２８のフローチャートを参照して説明した処理により、スピーカマイク１３１を有さな
いで、タグ１７４を有するタイプＣのビデオカセットテープ１５２－３が、カセットテー
プデッキ１５１に装着されて、簡略化されたユーザ識別処理が行われる。
【０２１０】
また、図２８においては、カセットテープデッキ１５１の認証処理部１２２のテンプレー
ト記憶部１８には、タイプＣのビデオカセットテープ１５２－３を利用可能なユーザのユ
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ーザＩＤなどとともに、ユーザを識別する基準となる信号が記録されているものとして説
明したが、タグ１７４に、タイプＣのビデオカセットテープ１５２－３を利用可能なユー
ザのユーザＩＤなどとともに、ユーザを識別する基準となる信号を記録させ、カセットテ
ープデッキ１５１の認証処理部１２２のテンプレート記憶部１８には、ユーザＩＤや基準
信号などを予め記録させずに、ステップＳ１１１において、タグ１７４からユーザＩＤや
基準信号などを読み込ませるようにしても良い。
【０２１１】
図１９乃至図２８においては、ビデオカセットテープを用いて、ビデオデータを記録、あ
るいは再生する場合について説明したが、データを記録する媒体は、ビデオカセットテー
プには限らない。また、記録媒体に記録されるデータも、ビデオデータには限らない。
【０２１２】
図２９は、本発明を適用した、デジタル携帯型電話機２５１の外観を表す図である。
【０２１３】
デジタル携帯型電話機２５１は、受信した音声を再生出力するスピーカ２６１、ユーザの
声などを収集するマイク２６２、所定のデータを表示する液晶ディスプレイ２６３、操作
入力を行うための操作キー２６４、および、データの送受信を行うアンテナ２６５を有し
ている。
【０２１４】
図３０は、デジタル携帯電話機２５１の内部構成を示すブロック図である。
【０２１５】
図３０に示すように、デジタル携帯電話機２５１は、デジタル携帯電話機２５１の各部を
統括的に制御する主制御部２７１に対して、操作入力制御部２７２、ＬＣＤ（Liquid Cry
stal Display）制御部２７４、変復調回路部２７５、認証処理部１２２、および音声コー
デック２７７がメインバス２７３を介して互いに接続されるとともに、変復調回路部２７
５、および音声コーデック２７７が同期バス２７８を介して互いに接続されて構成されて
いる。
【０２１６】
操作キー２６４には、それぞれ、スピーカマイク１３１が接続されており、認証処理部１
２２から増幅パルスがスピーカマイク１３３に供給されるとともに、スピーカマイク１３
１から、インパルス応答が認証処理部１２２に供給される。認証処理部１２２は、図１６
、または、図１７を用いて説明した構成を有するものであり、スピーカマイク１３１から
供給された、増幅されたインパルス応答を用いて、ユーザ識別処理を実行して、識別結果
を主制御部２７１に出力する。
【０２１７】
デジタル携帯電話機２５１の主制御部２７１は、ＣＰＵ、ＲＯＭおよびＲＡＭ等で構成さ
れ、認認証処理部１２２から入力された、ユーザ識別処理の識別結果に基づいて、予め登
録された利用者により操作入力が行われた否か、あるいは、予め登録された利用者により
、登録されていないユーザによる使用を許可する操作入力が行われたか否かを判断し、こ
れらの操作入力が行われた場合、デジタル携帯電話機２５１を使用許可状態とする。
【０２１８】
すなわち、デジタル携帯電話機２５１は、音声通話モードにおいて、マイクロフォン２６
２で集音した音声信号を音声コーデック２７７によってデジタル音声データに変換する。
変復調回路部２７５は、デジタル音声データをスペクトラム拡散処理し、送受信回路部２
７６は、スペクトラム拡散処理されたデジタル音声データに、デジタルアナログ変換処理
および周波数変換処理を施して、アンテナ２６５を介して、指定された通話先に送信する
。
【０２１９】
また、デジタル携帯電話機２５１は、音声通話モードにおいて、アンテナ２６５で受信し
た受信信号を送受信回路部２７６で増幅して、周波数変換処理およびアナログデジタル変
換処理を施し、変復調回路部２７５でスペクトラム逆拡散処理し、音声コーデック２７７



(42) JP 4239512 B2 2009.3.18

10

20

30

40

50

によってアナログ音声信号に変換する。デジタル携帯電話機２５１は、アナログ音声信号
に対応する音声をスピーカ２６１に出力させる。
【０２２０】
更に、デジタル携帯電話機２５１は、データ通信モードにおいて、電子メールを送信する
場合、操作キー２６４の操作によって入力された電子メールのテキストデータを、操作入
力制御部２７２を介して主制御部２７１に送出する。主制御部２７１は、テキストデータ
を変復調回路部２７５において、スペクトラム拡散処理させ、送受信回路部２７６におい
て、デジタルアナログ変換処理および周波数変換処理を施させた後に、アンテナ２６５を
介して、電子メールを基地局へ送信する。
【０２２１】
また、デジタル携帯電話機２５１は、データ通信モードにおいて、電子メールを受信する
場合、アンテナ２６５を介して基地局から受信した受信信号を、変復調回路部２７５にお
いてスペクトラム逆拡散処理して、元のテキストデータを復元した後、ＬＣＤ制御部２７
４に出力する。ＬＣＤ制御部２７４は、液晶ディスプレイ２６３を制御して、電子メール
を表示させる。
【０２２２】
主制御部２７１は、ユーザによって、例えば、ユーザが常時使用しているパーソナルコン
ピュータや、ユーザの家族などが所有するデジタル携帯電話機などの、電子メールアドレ
スの登録を受け、この電子メールアドレスを保存しており、認証処理部１２２から供給さ
れる識別結果が登録ユーザでないことが、所定の回数以上続いて発生した場合、不正なユ
ーザにより使用されていると判断し、登録されている電子メールアドレスに、不正使用を
通知するメッセージを送信する。
【０２２３】
なお、主制御部２７１は、登録された電子メールアドレスに、不正使用を通知するメッセ
ージを送信する以外にも、例えば、不正使用を通知する音声メッセージを予め用意してお
き、ユーザが使用している他の電話番号や、ユーザの家族などが使用している電話番号な
どを連絡先として登録しておき、認証処理部１２２から供給される識別結果が登録ユーザ
でないことが、所定の回数以上続いて発生した場合、不正なユーザにより使用されている
と判断し、登録されている電話番号に自動的に発呼し、不正使用を通知する音声メッセー
ジを用いて通話処理を行うなどの方法を用いて、ユーザに不正使用を通知するようにして
もよい。
【０２２４】
次に、図３１のフローチャートを参照して、デジタル携帯型電話機２５１が実行するユー
ザ識別処理について説明する。
【０２２５】
ステップＳ１３１において、主制御部２７１は、認証処理部１２２から供給される識別結
果が登録ユーザでなかった回数を示す値ｎを、ｎ＝０とする。
【０２２６】
ステップＳ１３２において、主制御部２７１は、操作入力制御部２７２を介して、操作キ
ー１６４から、登録外ユーザの使用を許可する操作が入力されたか否かを判断する。
【０２２７】
ステップＳ１３２において、登録外ユーザの使用を許可する操作が入力されたと判断され
た場合、ステップＳ１３３において、主制御部２７１は、認証処理部１２２に、図４のフ
ローチャートを用いて説明した骨伝導識別処理を実行させる。
【０２２８】
ステップＳ１３４において、認証処理部１２２は、識別結果を基に、登録外ユーザの使用
を許可する操作を入力したのは、登録ユーザであるか否かを判断する。ステップＳ１３４
において、登録ユーザではないと判断された場合、処理は、後述するステップＳ１３９に
進む。
【０２２９】
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ステップＳ１３４において、登録ユーザであると判断された場合、ステップＳ１３５にお
いて、認証処理部１２２は、識別処理中止状態として、主制御部２７１に、使用許可状態
であることを通知する。主制御部２７１は、操作入力制御部２７２を介して、操作キー１
６４から入力されるユーザの操作入力にしたがって、例えば、通話処理を実行し、処理は
、ステップＳ１３１に戻り、それ以降の処理が繰り返される。
【０２３０】
ステップＳ１３２において、登録外ユーザの使用を許可する操作が入力されずに、通常の
操作入力が行われたと判断された場合、ステップＳ１３６において、主制御部２７１は、
認証処理部１２２に、図４のフローチャートを用いて説明した骨伝導識別処理を実行させ
る。
【０２３１】
ステップＳ１３７において、認証処理部１２２は、識別結果を基に、操作を入力したのは
、登録ユーザであるか否かを判断する。
【０２３２】
ステップＳ１３７において、操作を入力したのは、登録ユーザであると判断された場合、
ステップＳ１３８において、認証処理部１２２は、主制御部２７１に、使用許可状態であ
ることを通知する。主制御部２７１は、操作入力制御部２７２を介して、操作キー１６４
から入力されるユーザの操作入力にしたがって、例えば、通話処理を実行し、処理は、ス
テップＳ１３１に戻り、それ以降の処理が繰り返される。
【０２３３】
ステップＳ１３４において、登録ユーザではないと判断された場合、もしくは、ステップ
Ｓ１３７において、登録ユーザではないと判断された場合、ステップＳ１３９において、
認証処理部１２２は、主制御部２７１に、識別結果が登録ユーザでなかったことを通知す
る。主制御部２７１は、入力された操作を無効とし、識別結果が登録ユーザでなかった回
数を示す値ｎを、ｎ＝ｎ＋１とする。
【０２３４】
ステップＳ１４０において、主制御部２７１は、識別結果が登録ユーザでなかった回数を
示す値ｎが所定の数値（例えば３など）を超えたか否かを判断する。ステップＳ１４０に
おいて、識別結果が登録ユーザでなかった回数を示す値ｎが所定の数値を超えていないと
判断された場合、処理は、ステップＳ１３２に戻り、それ以降の処理が繰り返される。
【０２３５】
ステップＳ１４０において、識別結果が登録ユーザでなかった回数を示す値ｎが所定の数
値を超えたと判断された場合、ステップＳ１４１において、主制御部２７１は、使用禁止
状態として、例えば、ＬＣＤ制御部２７４を制御して、液晶ディスプレイ２６３に、使用
禁止状態であることを通知するメッセージを表示させたり、操作キー２６４のキー操作を
無効とする。
【０２３６】
ステップＳ１４２において、主制御部２７１は、予め登録されている所定の連絡先に、電
子メールを用いて、不正使用を通知するメッセージを送信し、処理が終了される。
【０２３７】
図３１のフローチャートを用いて説明した処理により、認認証処理部１２２から入力され
た、ユーザ識別処理の識別結果に基づいて、予め登録された利用者により操作入力が行わ
れた否か、あるいは、予め登録された利用者により、登録されていないユーザによる使用
を許可する操作入力が行われたか否かを判断し、これらの操作入力が行われた場合、デジ
タル携帯電話機２５１が通常使用可能となり、一方、登録されていないユーザによる使用
を許可する操作入力が行われていないのに、所定の回数以上、登録されていないユーザに
より操作入力が行われた場合、電子メールを用いて、不正使用を通知するメッセージが送
信される。
【０２３８】
更に、登録されていないユーザに対する使用許可は、通話のみであるものとすることによ
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り、本人でなければ、受信メールやアドレス帳はもちろん、発着信履歴を見ることもでき
ないようにすることができ、プライバシーを守ることが可能となる。
【０２３９】
また、デジタル携帯電話機２５１の本体にアドレス帳を保存せず、インターネットなどを
介して接続可能なサーバに、個人のアドレス帳データを保存させておき、デジタル携帯電
話機２５１を用いて、個人が認証された場合にのみ、サーバにアクセスすることを可能と
すれば、登録ユーザのみが対応するユーザのアドレス帳を参照できるようにすることが可
能となる。この場合、例えば、図１１のパーソナルコンピュータ４２など、同様のユーザ
識別処理が可能な機器を用いて個人が認証された場合にも、アドレス帳を保存しているサ
ーバにアクセスすることができるようにしても良い。
【０２４０】
図３２は、本発明を適用した、据置き型電話機２９１の外観を表す図である。
【０２４１】
据置き型電話機２９１は、受話器３０１および操作キー３０２に、スピーカマイク１３１
が備えられており、操作キー３０２により、電話番号などの入力が行われるようになされ
ている。また、液晶ディスプレイ３０３に、例えば、通話相手の電話番号や、通話料金、
その他のメッセージが表示されるようになされている。
【０２４２】
図３３は、据置き型電話機２９１の構成を示すブロック図である。
【０２４３】
据置き型電話機２９１においては、据置き型電話機２９１の各部を統括的に制御する主制
御部３１１に対して、操作入力制御部３１２、認証処理部１２２、ＬＣＤ制御部３１４、
通話処理回路部３１５、および、呼出し音発生部３１７が、バス３１３を介して互いに接
続されて構成されている。
【０２４４】
操作キー３０２および受話器３０１の表面には、それぞれ、スピーカマイク１３１が接続
されており、スピーカマイク１３１から、インパルス応答が認証処理部１２２に供給され
る。認証処理部１２２は、図１６、または、図１７を用いて説明した構成を有するもので
あり、スピーカマイク１３１から供給された、増幅されたインパルス応答を用いて、ユー
ザ識別処理を実行して、識別結果を主制御部３１１に出力する。
【０２４５】
据置き型電話機２９１の主制御部３１１は、ＣＰＵ、ＲＯＭおよびＲＡＭ等で構成され、
認証処理部１２２から入力された、ユーザ識別処理の識別結果に基づいて、予め登録され
た利用者により操作が行われた否かを判断し、予め登録された利用者により操作が行われ
た場合、通話モードにおいて、受話器３０１のマイクロフォン３２１で集音した音声を通
話処理回路部３１５で処理して、送信し、受信した音声データを、通話処理回路部３１５
の処理により音声に変換して、受話器３０１のスピーカ３２２より出力させる。
【０２４６】
また、主制御部３１１は、認証処理部１２２により、予め登録されていない利用者により
電話をかける操作が行われたと判断された場合、通話不可状態とする。そのとき、主制御
部３１１は、ＬＣＤ制御部３１４を制御し、通話ができないことを通知するメッセージを
、液晶ディスプレイ３０３に表示させるようにしてもよいし、受話器３０１がユーザによ
り把持されているならば、通話処理回路部３１５を制御し、通話ができないことを通知す
るメッセージを、受話器３０１のスピーカ３２２より出力させるようにしてもよい。
【０２４７】
また、据置き型電話機２９１は、利用者が頻繁に利用する電話番号などを記録する機能を
有する。主制御部３１１は、操作入力制御部３１２を介して、ユーザが操作キー３０２を
用いて入力する操作を受け、アドレス帳記憶部３１８に、電話番号と対応する名称などで
構成されるアドレス帳データを記憶させる。また、主制御部３１１は、登録されていると
識別されたユーザが、操作キー３０２を用いて入力する操作にしたがって、ＬＣＤ制御部
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３１４を制御し、登録されている電話番号および名称を、液晶ディスプレイ３０３に表示
させる。
【０２４８】
また、据置き型電話機２９１は、その電話を発信した発信者の操作によって受信者が指定
されている電話を受信した場合、受信者を区別して呼出し音を発生することが可能である
。すなわち、家庭などで、複数のユーザが据置き型電話機２９１を利用可能なようになさ
れている場合、それぞれのユーザ毎にかかってきた電話の呼出し音を異なるようにして、
誰に対してかかってきた電話であるのかをユーザに通知することができる。すなわち、通
話処理回路部３１５は、受信した信号から、受信者を区別するための信号を抽出して、主
制御部３１１に出力する。主制御部３１１は、通話処理回路部３１５から供給される、指
定された受信者を示す信号を基に、呼出し音発生部３１７を制御して、指定された受信者
に対応する呼出し音を発生させる。
【０２４９】
更に、据置き型電話機２９１は、留守番電話機能を有する。通話処理回路部３１５は、留
守番電話機能の実行がユーザによって予め指令されている場合、呼出し音発生部３１７の
処理により、呼出し音が発生されてから、所定の時間が経過しても受話器３０１が取られ
なかった場合、または、後述する処理により、呼出し音で指定されているユーザ以外が操
作入力を行った場合、主制御部３１１の制御に基づいて、メッセージ記録部３１６に予め
記録されているメッセージの記録を発信者に促すためのメッセージを電話の発信者に対し
て送信し、発信者から送信されるメッセージを、メッセージ記録部３１６に記録する。ま
た、通話処理回路部３１５は、操作キー３０２を用いて、ユーザが行う操作入力にしたが
って、メッセージ記録部３１６に記録されているメッセージを再生し、受話器３０１のス
ピーカ３２２から出力させる。
【０２５０】
また、据置き型電話機２９１は、こちらから電話をかける場合、ユーザによって、利用時
間の上限を設定し、利用時間以上の通話ができないようにすることができる。すなわち、
主制御部３１１は、認証処理部１２２による識別結果を基に、現在据置き型電話機２９１
を使用しているユーザは、利用時間が設定されているか否かを判断し、設定されている場
合、ユーザ毎に予め設定された利用時間が経過したら、通話処理回路部３１５を制御して
、通話を終了させる。
【０２５１】
次に、図３４および図３５のフローチャートを参照して、据置き型電話機２９１が実行す
るユーザ識別処理について説明する。
【０２５２】
ステップＳ１５１において、主制御部３１１は、バス３１３を介して、通話処理回路部３
１５から供給される信号を基に、電話を受信したか否かを判断する。
【０２５３】
ステップＳ１５１において、電話を受信していないと判断された場合、ステップＳ１５２
において、主制御部３１１は、バス３１３を介して、操作入力制御部３１２から供給され
る信号を基に、ユーザから操作入力を受けたか否かを判断する。ステップＳ１５２におい
て、ユーザから操作入力を受けたと判断された場合、処理は、後述するステップＳ１５８
に進む。ステップＳ１５２において、ユーザから操作入力を受けていないと判断された場
合、処理は、ステップＳ１５１に戻り、それ以降の処理が繰り返される。
【０２５４】
ステップＳ１５１において、電話を受信したと判断された場合、ステップＳ１５３におい
て、主制御部３１１は、通話処理回路部３１５から供給される信号を基に、呼出し音によ
る受信者の指定が行われているか否かを判断する。
【０２５５】
ステップＳ１５３において、呼出し音による受信者の指定が行われていると判断された場
合、ユーザが、受話器３０１、あるいは、操作キー３０２に触れたとき、ステップＳ１５
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４において、図４のフローチャートを用いて説明した、骨伝導識別処理が実行される。
【０２５６】
ステップＳ１５５において、主制御部３１１は、認証処理部１２２から供給される識別結
果を基に、受話器３０１、あるいは、操作キー３０２に触れたユーザは、呼出し音で登録
されているユーザか否かを判断する。
【０２５７】
ステップＳ１５５において、呼出し音で登録されているユーザであると判断された場合、
ステップＳ１５６において、主制御部３１１は、据置き型電話機２９１の各部を制御して
、通話可能状態とする。
【０２５８】
ステップＳ１５５において、呼出し音で登録されているユーザではないと判断された場合
、ステップＳ１５７において、主制御部３１１は、登録されていないユーザからの操作入
力を無効とし、通話処理回路部３１５を制御して、留守番電話応答を実行させる。
【０２５９】
ステップＳ１５２において、ユーザから操作入力を受けたと判断された場合、ステップＳ
１５８において、図４のフローチャートを用いて説明した、骨伝導識別処理が実行される
。
【０２６０】
ステップＳ１５９において、主制御部３１１は、認証処理部１２２から供給される識別結
果を基に、ステップＳ１５２において操作入力したユーザは、登録ユーザであるか否かを
判断する。
【０２６１】
ステップＳ１５９において、登録ユーザであると判断された場合、主制御部３１１は、ス
テップＳ１６０において、識別結果を基に、対応するユーザが登録しているアドレスデー
タを、アドレス帳記憶部３１８から読み出し、ＬＣＤ制御部３１４を制御し、液晶ディス
プレイ３０３に、識別されたユーザのアドレス帳を表示し、ステップＳ１６１において、
据置き型電話機２９１の各部を制御し、通話可能状態とする。
【０２６２】
ステップＳ１６２において、主制御部３１１は、識別されたユーザは、利用時間が設定さ
れたユーザであるか否かを判断する。
【０２６３】
ステップＳ１６２において、利用時間が設定されたユーザであると判断された場合、ステ
ップＳ１６３において、主制御部３１１は、通話処理回路部３１５から供給される信号を
基に、通話が終了したか否かを判断する。ステップＳ１６３において、通話が終了したと
判断された場合、処理は終了される。
【０２６４】
ステップＳ１６３において、通話が終了していないと判断された場合、ステップＳ１６４
において、主制御部３１１は、識別されたユーザの通話終了時間となったか否かを判断す
る。ステップＳ１６４において、通話終了時間となっていないと判断された場合、処理は
、ステップＳ１６３に戻り、それ以降の処理が繰り返される。
【０２６５】
ステップＳ１６４において、通話終了時間となったと判断された場合、ステップＳ１６５
において、主制御部３１１は、据置き型電話機２９１の各部を制御し、通話終了とし、処
理が終了される。なお、主制御部３１１は、ステップＳ１６５において通話終了とする前
に、例えば、ＬＣＤ制御部３１４を制御して、液晶ディスプレイ３０３に、残り通話時間
を表示させるようにして、ユーザに、通話時間内に通話を終了させることを促すようにし
ても良い。
【０２６６】
ステップＳ１５９において、登録ユーザではないと判断された場合、ステップＳ１６６に
おいて、主制御部３１１は、据置き型電話機２９１の各部を制御し、通話不可状態として
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処理が終了される。このとき、主制御部３１１は、ＬＣＤ制御部３１４を制御し、通話が
できないことを通知するメッセージを、液晶ディスプレイ３０３に表示させるようにして
もよい。
【０２６７】
ステップＳ１５６の処理の終了後、ステップＳ１５７の処理の終了後、もしくは、ステッ
プＳ１６２において、利用時間が設定されたユーザではないと判断された場合、ステップ
Ｓ１６７において、主制御部３１１は、通話処理回路部３１５から供給される信号を基に
、通話が終了したか否かを判断する。
【０２６８】
ステップＳ１６７において、通話が終了していないと判断された場合、通話が終了したと
判断されるまで、ステップＳ１６７の処理が繰り返される。ステップＳ１６７において、
通話が終了したと判断された場合、処理は終了される。
【０２６９】
図３４および図３５のフローチャートを参照して説明した処理により、例えば、家族など
の、複数のユーザによって利用される据置き型電話機２９１を利用するユーザの個人識別
を行うようにすることにより、登録されていないユーザが利用することができないように
するばかりでなく、所定のユーザにかかってきた電話を他のユーザが取ることができない
ようにしたり、ユーザ毎に通話時間の上限を設定するようにすることができる。
【０２７０】
また、据置き型電話機２９１においては、最初に受話器３０１に触れる、または、操作キ
ー３０２を押下したときだけの認証処理を行っても、その後ずっと同一人物が使用してい
るとは限らないため、認証処理部１２２は、受話器３０１のスピーカマイク１３１から供
給されるインパルス応答を用いて定期的に個人識別処理を行うようにしてもよい。更に、
定期的にインパルス応答を得ることにより、登録しておく個人データを必要に応じて更新
することも可能となる。
【０２７１】
また、登録ユーザ毎の据置き型電話機２９１の利用履歴を保存するようにしておくことに
より、個人毎の通話料金を算出したり、算出結果を通信事業者に送信して、それぞれ個別
に請求書を作成させるようにして、それぞれの登録ユーザの通話分をユーザ毎に支払わせ
るようにすることも可能となる。更に、上述したように、通話中にも定期的に個人識別処
理を行うようにすることにより、通話中に利用者が変わっても、正確にユーザ毎の通話料
金を算出することが可能となる。
【０２７２】
更に、以下に本発明の他の適用例について述べる。
【０２７３】
例えば、一般的なパーソナルコンピュータのキーボードやマウスなどの入力デバイスにス
ピーカマイク１３１を付けることにより、キー入力などの入力操作中に個人を識別するこ
とができるようにすることができる。これにより、例えば、例えば、ネットショッピング
等を利用する際に、ユーザが必要事項を入力している間にユーザに特別な操作を行わせる
ことなく個人識別を行うことができ、入力された個人情報と個人識別結果が一致しなけれ
ば、注文することができないようにすることができる。更に、クレジットカード番号やパ
スワード等の、他のセキュリティ情報と併用して個人識別を行うようにすれば、よりセキ
ュリティを強化することが可能となる。
【０２７４】
また、銀行のATMなどにおいて、タッチパネルの表面にスピーカマイク１３１を付けるこ
とにより、タッチパネルを用いて必要事項を入力するなどの操作入力を行っている間にユ
ーザに特別な操作を行わせることなく個人識別を行うことができ、キャッシュカードや通
帳の磁気テープに記録されている所有者情報と個人識別結果が一致しなければ、現金を引
き出すことができないようにすることができる。この場合にも、パスワードまたは暗証番
号等の、他のセキュリティ情報と併用して個人識別を行うようにすれば、よりセキュリテ
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ィを強化することが可能となる。
【０２７５】
他にも、クレジットカード使用時のサインの代用として使うこともできる。例えば、店舗
にスピーカマイク１３１を備えた認証処理装置を設置しておき、個人識別処理の結果、識
別されたユーザのクレジットカード番号を、認証装置に設けられた表示部に表示させるよ
うにする。そして、ユーザが使用しようとしているクレジットカードの番号と、個人識別
結果によるクレジットカード番号とが比較されて、一致した場合にのみ、クレジットカー
ドを用いた決済処理を行わせるようにすることができる。また、同様にして、自転車の所
定の部分にスピーカマイク１３１を付け、正しく個人識別された場合にのみ、鍵が解除さ
れるようにすることもできる。これらにより、クレジットカードを紛失した場合に、クレ
ジットカードを悪用されることや、自転車が悪意の第３者に勝手に使用されることなどを
防ぐことが可能となる。
【０２７６】
このように、従来行われていた個人認証や、鍵を用いたセキュリティに代わって、あるい
は、加えて、骨伝導による個人識別処理を行うようにすることにより、更に、セキュリテ
ィを強化することが可能となる。
【０２７７】
上述した一連の処理は、ソフトウェアにより実行することもできる。そのソフトウェアは
、そのソフトウェアを構成するプログラムが、専用のハードウェアに組み込まれているコ
ンピュータ、または、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実行す
ることが可能な、例えば汎用のパーソナルコンピュータなどに、プログラム格納媒体から
インストールされる。
【０２７８】
このプログラム格納媒体は、図１３に示すように、コンピュータとは別に、ユーザにプロ
グラムを提供するために配布される、プログラムが記録されている磁気ディスク８１（フ
レキシブルディスクを含む）、光ディスク８２（CD-ROM（Compact Disk-Read Only Memor
y），DVD（Digital Versatile Disk）を含む）、光磁気ディスク８３（ＭＤ（Mini-Disk)
（商標）を含む）、もしくは半導体メモリ８４などよりなるパッケージメディアなどによ
り構成される。
【０２７９】
また、本明細書において、プログラム格納媒体に格納されるプログラムを記述するステッ
プは、記載された順序に沿って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に
処理されなくとも、並列的あるいは個別に実行される処理をも含むものである。
【０２８０】
なお、本明細書において、システムとは、複数の装置により構成される装置全体を表すも
のである。
【０２８１】
【発明の効果】
第１の本発明によれば、生体組織に関する情報を取得することができ、特に、個人識別処
理を行うために、模倣され難い生体組織に関係する情報を取得することができる。
【０２８２】
第２の本発明によれば、個人識別処理を行うようにすることができ、特に、模倣され難い
生体組織に関係する情報を用いて個人識別処理を行うことが可能となる。
【０２８３】
第３の本発明によれば、個人識別処理を行うようにすることができ、特に、ユーザに複雑
な処理を行わせることなく、模倣され難い生体組織に関係する情報を用いて、確実な個人
識別処理を行うことが可能となる。
【０２８４】
第４の本発明によれば、個人識別結果を基に、処理を行うか否かを判断するようにするこ
とができ、特に、ユーザに特別な操作を行わせることなく、通常の操作入力時に個人識別
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処理を行って、登録されていないユーザによる機器の使用を制限することができる。
【０２８５】
第５の本発明によれば、個人識別に必要な情報を取得することができ、特に、ユーザに特
別な操作を行わせることなく、ユーザが触れることにより、個人識別に必要な情報を取得
することができる。
【０２８６】
第６の本発明によれば、個人識別結果を基に、処理を行うか否かを判断するようにするこ
とができ、特に、ユーザに特別な操作を行わせることなく、記録媒体の装着時、および、
通常の操作入力時に個人識別処理を行って、操作入力を行ったユーザが登録されていない
ユーザである場合、または、記録媒体を装着したユーザと、操作入力を行ったユーザが異
なる場合に機器の使用を制限することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態について説明するための図である。
【図２】図１の認証処理装置の構成を示すブロック図である。
【図３】マイク、スピーカ、およびユーザの指などの位置関係について説明するための図
である。
【図４】認証処理装置が実行する処理について説明するためのフローチャートである。
【図５】発生されるパルスについて説明するための図である。
【図６】パルスとインパルスが合成されて生成された合成波形信号について説明するため
の図である。
【図７】テンプレートとして記録される合成波形信号について説明するための図である。
【図８】テンプレートと入力波形の差の二乗平均値について説明するための図である。
【図９】認証処理にスペクトラムを利用する場合の認証処理装置の構成を示すブロック図
である。
【図１０】スペクトラムについて説明するための図である。
【図１１】本発明の第２の実施の形態について説明するための図である。
【図１２】図１１の認証処理装置の構成を示すブロック図である。
【図１３】図１１のパーソナルコンピュータの構成を示すブロック図である。
【図１４】本発明を適用した、リモートコマンダの外観を表す図である。
【図１５】図１４のリモートコマンダの構成を示すブロック図である。
【図１６】図１５の認証処理部１２２の更に詳細な構成を示すブロック図である。
【図１７】図１５の認証処理部１２２の、図１６とは異なる場合の構成例を示すブロック
図である。
【図１８】リモートコマンダのユーザ識別処理１について説明するためのフローチャート
である。
【図１９】本発明を適用したビデオデータの記録再生システムについて説明するための図
である。
【図２０】図１９のカセットテープデッキの構成を示すブロック図である。
【図２１】図１９のビデオカセットテープに設けられている認証処理部の構成を示すブロ
ック図である。
【図２２】図１９のビデオカセットテープに設けられている認証処理部の構成を示すブロ
ック図である。
【図２３】図１９のビデオカセットテープに設けられている認証処理部の構成を示すブロ
ック図である。
【図２４】ビデオカセットテープのユーザ識別処理について説明するためのフローチャー
トである。
【図２５】リモートコマンダのユーザ識別処理２について説明するためのフローチャート
である。
【図２６】カセットテープデッキのユーザ識別処理１について説明するためのフローチャ
ートである。
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【図２７】カセットテープデッキのユーザ識別処理１について説明するためのフローチャ
ートである。
【図２８】カセットテープデッキのユーザ識別処理２について説明するためのフローチャ
ートである。
【図２９】本発明を適用したデジタル携帯電話機の外観を示す図である。
【図３０】図２９のデジタル携帯電話機の構成を示すブロック図である。
【図３１】デジタル携帯電話機のユーザ識別処理について説明するためのフローチャート
である。
【図３２】本発明を適用した据置き型電話機の外観を示す図である。
【図３３】図３２の据置き型電話機の構成を示すブロック図である。
【図３４】据置き型電話機のユーザ識別処理について説明するためのフローチャートであ
る。
【図３５】据置き型電話機のユーザ識別処理について説明するためのフローチャートであ
る。
【符号の説明】
１　認証処理装置，　１１　パルス発生部，　１２　アンプ，　１３　スピーカ，　１４
　マイク，　１５　アンプ，　１６　データ合成処理部，　１７　メモリ，　１８　テン
プレート記録部，　１９　入力部，　２０　比較判定処理部，　２１　出力部，　３１　
スペクトラム変換部，　４１　認証処理装置，　４２　パーソナルコンピュータ，　５１
　入出力インターフェース，　６１　ＣＰＵ，　６４　入力部，　６６　ＲＡＭ，　６７
　表示部，　６８　ＨＤＤ，　７０　ネットワークインターフェース，　１０１　リモー
トコマンダ，　１２２　認証処理部，　１３１　スピーカマイク，　１５１　カセットテ
ープデッキ，　１５２　ビデオカセットテープ，　１７４　タグ，　２０１，２２１，２
３１　認証処理部，　２５１　デジタル携帯電話機，　２９１　据置き型電話機

【図１】 【図２】
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【図１０】 【図１１】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】
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【図２０】 【図２１】

【図２２】 【図２３】
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【図２６】 【図２７】
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